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はじめに 

  

子どもたちが予測困難な社会を自立的に生き、持続可能な社会の担い手とな

るために必要な資質・能力を一層確実に育成するために、平成 29年３月、学習

指導要領等が改訂されました。新学習指導要領に基づき、学校教育の改善・充

実に努めていくためには、教育の質を高められる環境を構築することが必要で

す。また、学校と社会が目標を共有し、連携・協働しながら、子どもたちに新

しい時代に求められる資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」を実現す

ることが求められています。 

神奈川県立総合教育センターでは、「学校を支援する調査・研究の実施」を事

業の柱の一つとして、授業改善や児童・生徒理解、多様な教育課題の解決など、

さまざまなテーマで研究に取り組んでまいりました。特に、学校による組織的・

計画的な教育活動の重要性については、学校目標の実現に必要不可欠な視点と

して、さまざまな研究成果を通して提案してまいりました。それは正に、今、

学校に求められている、組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る「カリ

キュラム・マネジメント」に通じるものであると考えます。 

今後も、学校や教職員一人ひとりを支援するという立場から、社会の変化や

国の動向を見据え、「学校による組織的・計画的な教育活動」の重要性について

継続的に発信していきたいと考えています。 

この「研究集録 第 37集」は、多くの方々に御協力や御指導をいただきなが

ら取り組んだ、当センターの平成 29年度の研究成果をまとめたものです。本集

録を、神奈川の教育を担う方々を始め、多くの方々に御活用いただけたら幸い

です。 

 

平成 30年３月 

神奈川県立総合教育センター  

所 長  北 村 公 一  
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神奈川県立総合教育センター研究集録37:１～８.2018  

 

育成すべき資質・能力を育む学びの在り方に関する研究 

〔最終報告〕 

－「見方・考え方」を働かせた「深い学び」の実現を目指した高等学校における授業実践－ 

 

宮 本 利 香１    中 根 賢１  石 井 晴 絵２     

 変化の激しい時代を生きる子どもたちに必要な資質・能力を育むために、「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善が求められている。本研究は、各教科等の「見方・考え方」を働かせた「深い学び」

に着目し、県立高等学校で三つの授業実践を行い、「深い学び」を実現する授業のイメージを示すことがで

きた。研究成果をまとめ、発信することにより、高等学校における授業改善の推進に資することを目指す。 

 
はじめに 

 

 平成 28年 12月に中央教育審議会が取りまとめた、

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

(答申)」(以下、「答申」という)には、2030年の社会

と子どもたちの未来について記されている。社会の変

化は凄まじく、人工知能の発達等により、複雑で予測

困難な時代になることが予想されている。未来を生き

る子どもたちが、よりよい社会の創り手となるために、

どのような資質・能力を育成するべきか、学校だけで

なく地域社会と共に考え、育んでいくことが大切であ

り、「社会に開かれた教育課程」として、学校と社会

が連携することが求められている。 

 さらに、「答申」では、育成を目指す資質・能力の

三つの柱を、①「何を理解しているか、何ができるか(生

きて働く「知識・技能」の習得)」②「理解しているこ

と・できることをどう使うか(未知の状況にも対応でき

る「思考力・判断力・表現力等」の育成)」③「どのよ

うに社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学び

を人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人

間性等」の涵養)」と示している。その資質・能力を育

むために、「主体的・対話的で深い学び」を実現する

ための授業改善が重要であると言われている。主体的

な学び、対話的な学び、深い学びは相互に影響し合う

ものであるが、「深い学び」や、それに関わる「見方・

考え方」については、学校現場において、イメージが

つかみにくいという考えを持つ教員が多い。そこで本

研究は、各教科の「見方・考え方」を働かせた「深い

学び」に着目した授業実践例を提示する。 

 本稿は、平成 28・29年度の二年間にわたる研究の取

組と成果をまとめた最終報告である。 

 

研究の目的 

 

 これからの時代を生きる子どもたちに求められる資

質・能力を育むため、「主体的・対話的で深い学び」 

の授業改善が求められている。このうち、各教科等の 

特質に応じた「見方・考え方」を働かせた「深い学 

び」を実現するための指導と評価について整理し、調

査研究協力員三名の教諭(以下、「協力員」という)に

よる授業実践を通して検証する。実践事例の収集・分

析等を中心に研究をまとめ、発信することにより高等

学校における授業改善推進に資する。 

 

研究の内容 

 

１ 研究の概要 

(1) 平成 28年度の取組と研究の成果 

ア 平成 28年度の取組 

 「主体的・対話的で深い学び」の「深い学び」に着

目し、どのように授業が改善され、その結果、生徒の

どのような変容につながったかを示す、協力員による

実践事例を収集した。 

イ 平成 28年度の研究の成果 

 「深い学び」をイメージし、授業を構想したところ、

「主体的な学び」と「対話的な学び」がおのずと取り

入れられ、単元で身に付けさせたい力を育成すること

ができた。 

 また、「深い学び」を実現するために効果的だった

学習過程・指導の工夫を、次の五つにまとめた。 

 

 以上が、平成 28年度の研究の成果である。このこと

を踏まえて、平成 29年度も研究を進めた。 

・主体的に学ばせる 

・生徒同士の対話を取り入れる 

・考えを可視化して交流する 

・能動的に聞く力を育成する 

・安心、安全な学習環境を設定する 

1 教育課題研究課 指導主事  

2 教育課題研究課 主幹(兼)指導主事 
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(2) 平成 29年度の取組 

 「深い学び」の実現に向けた、学びの「深まり」の

鍵となるのは、各教科等の特質に応じた「見方・考え

方」である。「深い学び」の実現に向けた授業イメー

ジを明確に伝えるために、平成 29年度は、この「見方・

考え方」を働かせた授業実践について研究する。 

 

２ 各教科等の特質に応じた「見方・考え方」の整理 

 「答申」には、各教科等における習得・活用・探究

という学びの過程において、各教科等で習得した概念

(知識)を活用したり、身に付けた思考力を発揮させた

りしながら、知識を相互に関連付けてより深く理解し

たり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見い

だして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造した

りするという学びを通じて、資質・能力が伸ばされた

り、育まれたりしていくと記されている。その過程に

おいて、教科等ごとの特質に応じた、物事を捉える視

点や考え方が鍛えられていく。これが「見方・考え方」

であり、各教科等の学習の中で働かせるだけでなく、

生涯にわたって生活する上でも重要な働きをするもの

である。 

 今年度、授業実践を行った家庭科、外国語科の特質

に応じた「見方・考え方」のイメージを、「答申」よ

り、以下に示す(中央教育審議会 2016 別紙１)。 

生活の営みに

係る見方・考

え方 

家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係

る生活事象を、協力・協働、健康・快適・

安全、生活文化の継承・創造、持続可能な

社会の構築等の視点で捉え、よりよい生活

を営むために工夫すること。 

外国語による

コミュニケー

ションにおけ

る見方・考え

方 

外国語で表現し伝え合うため、外国語やそ

の背景にある文化を、社会や世界、他者と

の関わりに着目して捉え、目的・場面・状

況等に応じて、情報や自分の考えなどを形

成、整理、再構築すること。 

 

３ 協力員による授業実践の方向性 

本研究を進めるに当たり、県立高等学校三校に協力

を依頼し、各校の教諭一名を協力員として委嘱した。

調査研究協力員会(以下、「協力員会」という)第一回

を平成 29年７月に開催した。「深い学び」を実現する

授業について協議し、次のような意見が出された。 

・生徒が進んで学びたくなるような学習内容にする。 

・生徒が学習を経て、達成感や充実感を得るようにす

る。 

・学習を通して身に付けた「見方・考え方」が、生徒

の日常生活に役立つようにする。 

これらに基づいて、授業をどのようにデザインした

らよいかを検討し、「深い学び」を実現するための事

前整理として、平成 28年度の取組と同様に単元観、生

徒観、指導観を第１表のようにまとめた。 

協力員は家庭科一名、外国語科(英語)二名で、各自

が教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせた

「深い学び」を意識した授業を構想した。 

８月の第二回協力員会で、授業実践をする際の学習

指導案を用いた事前検討を行い、９月に各校で構想に

基づく授業を実施した。また 10月の第三回協力員会に

おいて、授業実践の振り返りを行った。 

 

４ 授業実践１（家庭・家庭基礎） 

(1) 「見方・考え方」を働かせた「深い学び」 

 健康・快適・安全な住環境について考え、適切な住

居の計画や選択ができるようにする。さらに、自らの

住環境を見直し、家族や地域の人々の安全に配慮でき

る視点を持ち、実生活でもいかせるように工夫する。 

(2) 授業実践の概要 

 〇対象生徒  １学年 １クラス 40名 

 〇教科・科目 家庭・家庭基礎 

 〇単元名   住生活をつくる 

(3) 「深い学び」を実現するための事前整理 

ア 単元観 

 本単元において、健康・快適な住環境を考えるだけ

でなく、防災の視点からも安全で安心できる住環境づ

くりを考えることで、実生活においても、健康・快適・

安全な住環境の充実・向上を図ることができる。 

イ 生徒観 

 これまでの授業でもペアワーク等により、コミュニ

ケーション能力を身に付けているが、発言したり、意

見交換をしたりすることが苦手な生徒も多い。本単元

を通して、自分の考えを表現し、相手に伝えることで、

再度自分の考えを見つめ直し考えを深めていく。 

ウ 指導観 

 自分で製作した作品を他者と比較し、ペアワークに

おいて相手に説明させることで、自分の考えを再度整

理させ、気付きを促す。また、地震時の映像を見せ、

生徒自身に必要な防災対策を考えさせることで、安全

に住まうことを意識し、対応する力を身に付けさせる。 

(4) 学習指導案の概略 

ア 単元で身に付けさせたい力 

 健康・快適・安全な住環境について考えを深め、実

第１表 「深い学び」を実現するための事前整理 

ア 単元観 【本単元の特徴】本単元のどのような学習

内容が、生徒たちに求められている資質・

能力の育成につながると捉えているか。 

イ 生徒観 【生徒の学力や学習状況の実態】これまで

の学習で身に付けている力と、本単元で身

に付けさせたい力は何か。 

ウ 指導観 【深い学びのイメージ】本単元を生徒が深 

く学ぶということを、どのようにイメージ

して学習過程や指導を工夫したか。 
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生活の充実・向上を図ることができる。特に、防災の

視点を持ち、災害が身近に起こるものと意識した備え

を、心掛けられるようにする。 

イ 単元の評価規準 

関心・意欲・

態度(a) 

健康・快適・安全な住居や住環境につい

て考えようとしている。 

思考・判断・

表現(b) 

健康・快適・安全な住居について考えを

深めることができ、まとめたことを表現

することができる。 

技能(c) 健康・快適・安全に配慮した室内整備や

住環境について、情報を収集、整理し、

活用することができる。 

知識・理解 

(d) 

住居の機能、住空間の計画、健康で快適

な住居について理解している。安全に配

慮した住環境や課題を認識し、対応する

力を身に付けている。 

ウ 単元の指導と評価の計画 

時 

学習内容 

学習活動 
指導上の留意点 

評価の観点 

a b c d 

１
～
２ 

住居の機能や気候

風土による違いを

話し合う。 

空間の成り立ちに

ついて学ぶ。 

持続可能な住環境

を考える。 

健康に配慮した快

適な室内環境に関

する基礎知識を学

ぶ。 

気候風土による違

いを、資料を用い

て地理的条件等を

ヒントに考えを促

す。 

空間や住環境の役

割等を、実生活を

振り返りながら考

えさせる。 

 

 〇  〇 

３ 

平面図の見方を理

解する。間取りを

比較し、違いを考

える。 

【宿題】理想の一

人暮らしに必要な

「インテリアスク

ラップブック」を

製作する。 

ライフステージに

応じて住居の機能

等に相違があるこ

とを考えさせる。 

【宿題】目的を理

解させ、指示を明

確に行う。 

  〇 〇 

４
～
５ 

「インテリアスク

ラップブック」を

用いてペアで比

較・確認し合う。

地震の映像を見て

防災対策を考え

る。 

水・ガスを使わず

(洗い物を出さな

い)防災食の実習

を行い、災害時の

備えを考える。 

ペアでお互いにプ

レゼンテーション

をし、質問をし合

うことで、お互い

に考えを深めさせ

る。 

スクラップブック

に足りない防災対

策を考えさせる。 

防災に関して、食

の面からの備えを

考えさせる。 

〇 〇   

(5) どのように学ぶか(学習過程・指導)の工夫 

 学校の地域性や立地環境により、学校全体で防災教

育に力を入れている。家庭科という教科を通して、住

居の安全を学習する際、防災の視点を単元計画に取り

入れた。 

単元の学習過程は、単元の前半で健康・快適な住居

について理解した上で、インテリアスクラップブック

(第１図)を製作し、後半ではそれを用いてペアで、更

に快適・安全な住居について考えるという構成になっ

ている。単元の後半で考える際に、生徒同士が互いの

作品を見て指摘し合う学習活動にしていること、また、

地震時の映像を見せることによって、防災の視点を取

り入れる必要があることに気付き、振り返らせること

が、本実践の特徴的な工夫である。 

まず、クラ

ス全体で、各

自が製作した

インテリアス

クラップブッ

ク(自分が理

想とする一人

暮らしに必要

な家具や家電をコラージュし、部屋のコンセプトや選

んだ理由、価格等をまとめたもの)を見合う。次に、ペ

アになり、インテリアデザイナーになったつもりで、

自分の作品をプレゼンテーションし、互いの作品につ

いて、選んだ理由や足りないものについて話し合う。

生徒たちは自分の作品に基づき、他者と意見交換をす

ることにより、自分たちで快適な住居について考えを

深めていく。 

さらに、安全面については、授業者が説明するので

はなく、地震時の映像を提示することで、生徒たちは

自分たちのインテリアスクラップブックに地震対策が

抜けていたことに気付き、問題点を見つけ、改善策に

ついて考えた。 

(6) 何ができるようになるか(資質・能力の育成)の検 

 証 

 健康・快適・安全な住環境について考えを深めたこ

とは、インテリアスクラップブックを用いた学習活動

や、それに関わるワークシートの記述により、見取る

ことができた。特に、安全面についても多くの生徒に

防災を意識した記述があり、生徒自身が製作したイン

テリアスクラップブックの問題点を見いだして、改善

策を検討できていた。これは「深い学び」の具体的な

内容にある「問題を見いだして解決策を考えた」(中央

教育審議会  2016 p.50)ことにつながる。また、イン

テリアスクラップブックにとどまらず、実生活の地震

対策を見直し、家族や地域住民の安全にも配慮する記

述が、授業の振り返りの際に見られた。 

授業実践の最後に、授業の振り返りを兼ねて、生徒

にアンケートを実施した。「現在または将来の自分の

生活について問題を見つけて、解決策を考えながら深

く学ぶことができた」の問いへの回答は、４件法で、

当てはまるが 71.8％、やや当てはまるが 25.3％であっ

た。多くの生徒が生活の課題を見いだし、実生活の充

 

第１図 インテリアスクラップブック 
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実向上を意識しているのが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 授業実践２(外国語・コミュニケーション英語Ⅱ) 

(1) 「見方・考え方」を働かせた「深い学び」 

 革新者と言われるココ・シャネルについて書かれた

英文を読み、既存の価値観に捉われず創造することに

ついて、ペアワークにより考えを形成し、自分たちで

考えた発明品を英語で表現する。 

(2) 授業実践の内容 

 〇対象生徒  ２学年 １クラス 40名 

 〇教科・科目 外国語・コミュニケーション英語Ⅱ 

 〇単元名   Lesson４ Chanel's Style 

(3) 「深い学び」を実現するための事前整理 

ア 単元観 

 ココ・シャネルの「様々な知識を基に、既存の価値

観に捉われない斬新な考えを形成し表現する」ことを

学習する中で、得た知識を基にペアワークで協力しな

がら発明品を考え、英語で表現する。 

イ 生徒観 

 英文の内容を基に、筆者の考えに対する自分の考え

や意見を整理し、英語で表現することに取り組んでき

た。「既存の慣習や文化を多方面から見直し、問題を

見つけて解決する」視点から、ペアでコミュニケーシ

ョンを取りながら協力し、表現する力を伸ばす。 

ウ 指導観 

 英文から読み取った内容を基に、自分の考えを持ち、

ペアワークにより互いに学び合うことで、考えを形成

したり、問題に対する解決策を見いだしたり、共有し

たりすることで、考えを深めていく。 

(4) 学習指導案の概略 

ア 単元において身に付けさせたい力 

 英文を理解した上で、自己表現活動を通して自分の

考えを形成・整理し、英語を活用する力。 

ペアで協力し、考えた内容を英語で表現する力。 

イ 単元の評価規準 

コミュニケーシ

ョンへの関心・

意欲・態度(a) 

ペアワークに意欲的に取り組んでい

る。トピックについて関心を持ち、ペ

アで意見交換をしている。 

外国語表現の能

力(b) 

各自が考えた内容をペアで共有し、そ

の内容を英語で適切に伝えることが

できる。 

外国語理解の能

力(c) 

英文を読み、設問に取り組みながら、

概要を理解することができる。 

言語や文化につ

いての知識・理

解(d) 

イディオムや新出語句の意味を理解

し、運用することができる。 

ウ 単元の指導と評価の計画 

時 
学習内容 

学習活動 
指導上の留意点 

評価の観点 

a b c d 

１
～
６ 

Part１～２ 

・ペア活動 

・概要把握 

・文法理解 

概要把握や文法理解は

ペアワークで取り組ま

せ定着を図る。一人が日

本語、もう一人が英語に

直す際、通訳するように

リプロダクションさせ

る。英文の内容は簡単な

英語にさせ、意見をシェ

アさせる。 

〇  〇 〇 

７
～
12 

Part３～４ 

・ペア活動 

・概要把握 

・文法理解 

・自己表現 

活動 

ペアワークにより英文

の内容を理解させる。 

自己表現活動では、ペア

で発明品を考え、英語で

表現させる。難しい表現

は机間指導でヒントを

与える。 

〇 〇  〇 

(5) どのように学ぶか(学習過程・指導)の工夫 

 英文を読み、ココ・シャネルが、自分の価値観に基

づいて新たなものを創造し、既存の価値観に捉われて

いなかったことについて知る。その際、英文の要約や

文法だけの学習内容にとどまらず、読んだことを踏ま

えて、新たな発明を考える自己表現活動を単元の後半

に取り入れた。ペアワークを通して考えをより良いも

のにして英語で表現させることで、「深い学び」を実

現することを目指した。 

 自己表現活動を取り入れた授業に限らず、帯活動で

ペアワークを取り入れている。一人が日本語を話し、

もう一人が対応する英文を瞬時に答えるなど英文のイ

ディオムの定着を図るものや、新出単語の復習、英文

の読解などに取り組ませている。ペアワークで何をす

るのかを明確にし、タイムマネジメントを確実に行っ

ている。英文の読解に関して、分からない部分はペア

で協力して学習に取り組ませたが、それでも分からな

い場合は、授業者が机間指導により対応した。 

自己表現活動は、既存の物の問題点や不便なところ

〇生徒の記述から(抜粋) 

・一人暮らしをするときは、物件の周辺やかかわりを持

つところを調べて、災害時の準備をすることが必要で、

いかそうと思った。 

・デザインや値段の問題もあるけど、やっぱり一番大切

なのは防災の意識を持つことだと思った。まずは今、

住んでいる家を見直したい。ベッドで寝ていた時に物

が落下してこないか、自分が安全な環境で暮らしてい

るかを確認したい。 

・災害にあった時、自分の家を守れるのは自分しかいな

い。大切な家を守るためにも、今日学んだ防災の事を

伝え、実行していこうと思いました。自分だけではな

く、家や家族を守るために。 

・災害について対策するのは当然のことだし、家族を守

るために伝えたいと思う。大切な住まいに関すること

を考えられていなかった。自分だけでなく、他の人を

守れるようになりたいと思えました。 



 

- 5 - 

を考え、それを補

うために新しい

物をペアで発明

し、その発明品の

紹介文を英語で

書かせ、イラスト

とともに発表さ

せるという活動

である(第２図)。 

発明品につい

て英語で説明文

を書く場面では、生徒はどのように表現するかについ

て試行錯誤し、辞書を引いたり、「この前授業で習っ

た、あの表現を使おう」と既習内容を活用したりする

姿が見られた。説明文の表現が分からない生徒は、机

間指導をしている授業者に質問をするが、授業者はヒ

ントを出すのみで、生徒自身に考えさせた。 

(6) 何ができるようになるか(資質・能力の育成)の検 

 証 

英文を理解した上で、既存の価値観に捉われない視

点を持ち、自分の考えを形成・整理する力については、

ペアで協力し、発表・提出した作品により、評価する

ことができた。 

ペアで協力し、考えた内容を英語で表現する力につ

いては、自己表現活動の取組の観察からは、アイディ

アを出し合うことに時間がかかった様子が見受けられ

たが、授業後のアンケートの「他者と協力して意見を

まとめ、英語で表現できた」の問いへの回答は、４件

法で当てはまるが 59.5％、やや当てはまるが 40.5％で

あり、身に付けさせることができたといえる。 

自己表現活動について、ペアで協力することでより

良いアイディアが生まれ、コミュニケーション活動を

通じて積極的に授業に参加できたという感想が多く見

られた。この自己表現活動は、テーマを変えて他の単

元に取り入れることが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 授業実践３（外国語・英語表現Ⅱ） 

(1) 「見方・考え方」を働かせた「深い学び」 

 ペアワークによる対話を通して、英語意見文の構想

を練る手法を学ぶ。知識や得た情報を活用して、自分

の意見を形成し、対話を通して整理し、英語意見文の

形式で再構築する力を育成する。作文テストで学びを

総括し、英語意見文を書く際に、繰り返し活用できる

手法を学ぶ。 

(2) 授業実践の内容 

 〇対象生徒  ２学年 １クラス 40名 

〇教科・科目 外国語・英語表現Ⅱ 

〇単元名   パラグラフを書く 比較・対照 

(3) 「深い学び」を実現するための事前整理 

ア 単元観 

 本単元では、都会と田舎を比較し、どちらの生活が

より良いかについての主張を、論理的に 100語程度の

意見文として書くための手法を学ぶ。対話を通して、

自分の主張を支持するための複数の視点を知り、他者

の意見を聞くことで、より説得力のある意見文を書く

ことができる。 

イ 生徒観 

 英語意見文の学習は、本単元で５単元目となり、生

徒は英語意見文がどのようなものかおおむね理解して

いる。都会と田舎を比較することをテーマに、英語意

見文として、説得力のある主張を展開するための力を

身に付ける。 

ウ 指導観 

 他者と話す、相手の主張を図式化する、定型文に当

てはめてみるなどの手法を体験的に学ばせることで、

英語意見文を書くときに、いつでも活用できる手法を

身に付けさせる。授業の始めに教員が手法を教え、中

で生徒が練習し、終わりに生徒が学びを総括する。 

(4) 学習指導案の概略 

ア 単元で身に付けさせたい力 

 比較することを通して、相違点や類似点を検証し、

英語意見文における自分の主張と論拠を挙げることが

できる力。 

 対話を通して自分の主張を相手に説明し、また、積

極的な良い聞き手となるために質問することができ、

相手の主張と論拠を図式化するなど、対話の内容を整

理することができる力。 

自分の主張と論拠を定型表現に当てはめ、英語意見

文の構想を練る手法を獲得し、繰り返し活用すること

ができる力。 

イ 単元の評価規準 

コミュニケーショ

ンへの関心・意

欲・態度(a) 

自分の主張を、より論理的に他者に

伝えるというコミュニケーション

の場面を理解し、積極的に言語活動

を行っている。 

第２図 自己表現活動の作品 

 

 

 

 

 

 

This is a blackboard eraser. 

We add a remote control. 

This is called an automatic 

blackboard eraser. 

Its feature is erasing letters 

automatically. 

This can erase one side. 
 

 

〇生徒の記述から(抜粋) 

・ペアワークで相手の意見を聞いたり、自分の意見を

言ったりと、コミュニケーションをたくさんとって

楽しかったし、相手は自分と違う考えを持っている

ので、おもしろいと思った。 

・ペアでコミュニケーションを取ることで、お互いに

分担して考えたり、お互いの意見を交換したりコミ

ュニケーション能力を養うことができた。 

・どうしたらその商品を詳しく英語で伝えられるかを

工夫した。今回の授業で、視野を広げることが大切

だと思った。 

・共同で知恵や意見をシェアできる。アイディアを出

したり、間違いを指摘したり、助言し合える。 

 

第２図 自己表現活動の作品 
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外国語表現の能力

(b) 

事実や意見などを多様な視点から

考察し、論理の展開や表現の方法を

工夫しながら、論理的で説得力のあ

る英語意見文を書いている。 

言語や文化につい

ての知識・理解(d) 

英語意見文の構想を練る手法につ

いての知識を身に付けている。 

ウ 単元の指導と評価の計画 

時 

学習内容 

学習活動 
指導上の留意点 

評価の観

点 

a b d 

１ 

都会と田舎の生活の

良いところを比較し

ペアで質問し合う。 

【宿題】英語意見文を

書くための、自分の主

張と論拠を挙げる。 

主張を展開する際

の複数の視点を知

らせる。 

対話を通し、アイ

ディアを出させ、

英語意見文の構想

を練らせる。 

  〇 

２ 

対話によりペアで主

張と論拠を質問し合

い、相手の主張と論拠

を図式化する。 

定型表現に自分の主

張と論拠を当てはめ

て言い、その論理性を

検証する。英語意見文

を書く。 

【宿題】英語意見文を

書いて提出し、返却さ

れた英語意見文を、チ

ェックリストを使い

校正する。 

ＡＬＴとのデモン

ストレーションを

見せ、対話のイメ

ージを与える。 

定型表現が間違っ

ていないか、机間

指導をしながら注

意を払う。 

論理的で説得力の

ある英語意見文を

書かせる。 

〇   

３ 

作文テストを受ける。 ルーブリック評価

を行う。 
 〇 〇 

(5) どのように学ぶか(学習過程・指導)の工夫 

対話を通して考えを深めた後、論拠を持ってパラグ

ラフを書き、英語意見文を作成する学習過程である。

生徒が対話を行う前に、授業者とＡＬＴが、テーマに

ついての対話をデモンストレーションし、生徒がどの

ように取り組めばよいかのイメージを与えていた。な

お、本時の目標の確認以外は、全て英語で行っている。 

授業者は、英語でのコミュニケーションのうち、特

に対話においては、話し手だけでなく、聞き手も重要

な役割を果たしていることに着目した。 

話し手が根拠を持って自分の主張を論理立てて話す

ための指導と併せて、聞き手が良い聞き手となるため

の指導も重視した。 

具体的には、聞き手がただ聞くだけではなく、ワー

クシートに話し手の主張と論拠を図式化させるように

した(第３図）。その際、話し手の主張について詳しく

質問させるようにし、話し手に、主張や論拠について

更に思考を促すようにした。 

このような対話を通して、生徒が意見の形成や再構

築をし、論理的で説得力のある英語意見文を書くこと

ができる力を身に付けさせることを目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、返却された作文の校正や作文テストまでの学

習を家庭学習で取り組ませることにより、授業時間内

で対話をする時間を確保した。 

(6) 何ができるようになるか(資質・能力の育成)の検 

 証 

比較することを通して、相違点や類似点を検証し、

自分の主張と論拠を挙げることができる力については、

授業後のアンケートの「ペアで対話をし、都会と田舎

の良い点について、自分の意見とその理由を整理する

ことができた」の問いへの回答が、４件法で当てはま

るが 46.2％、やや当てはまるが 53.8％であったことか

ら、身に付けさせることができたといえる。 

対話を通して自分の主張を相手に説明することや、

積極的な良い聞き手となるために質問したり、図式化

して主張や根拠を整理したりする力については、ペア

ワークの取組の観察、ワークシートの記述から見取る

ことができた。対話を通し、相手から質問されること

で、自分自身の主張が整理され、更に論理的で説得力

のある英語意見文の構想を練ることにつながった。ま

た、相手の主張を図式化することにより、相手の意見

を整理することができ、質問をする際に有効であった。 

自分の主張と論拠を定型表現に当てはめ、英語意見

文の構想を練る手法を獲得し、繰り返し活用すること

ができる力は、「深い学び」の具体的な内容として示

された「知識を相互に関連付けてより深く理解」(中央

教育審議会  2016 p.50)することとつながると考えら

れる。この「知識」は、今回の単元だけでなく、他の

単元の学習の積み重ねで培った、パラグラフを書くこ

とについての「知識」である。英語意見文の提出課題

の記述の分析から、自分の考えを英語で形成・整理・

再構築する力が育まれたと判断できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇生徒の記述から(抜粋) 

【対話において気を付けたこと】 

・ゆっくり話して、伝えたいことが伝わるように意識し

た。意見交換して共有することで、考えが深まった。 

・ペアの人の意見を尊重した上で、自分の意見を伝える

ことに気を付けた。 

・相手の共通意見と相違の意見があることを、考えた上

で話し合った。 

第３図 聞いた情報を図式化する 
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研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

 平成 28年度の研究の成果の「『深い学び』をイメー

ジし、授業を構想したところ『主体的な学び』と『対

話的な学び』が取り入れられた」という点については、

平成 29年度の実践においても同様の結果であった。平

成 29年度の研究の成果を次にまとめる。 

(1) 「深い学び」へ導く単元計画 

深い学びの実現が求められるのは、子どもたちに求

められる資質・能力を、授業を通して確実に身に付け

させるためである。 

協力員は、単元で身に付けさせたい力を明確にし、

その力を身に付けさせるために、単元のどの時間で、

何をどのように学ぶことが深い学びになるのかという

視点で単元の学習内容と学習活動を検討し、単元の授

業計画を授業の目標と共に構想し、授業を行った。 

その際、協力員が共通して授業の冒頭に行っていた

のが、本時の目標を生徒に提示し、生徒に学習の見通

しを持たせることであった。 

このことは、単元で身に付けさせたい力を付けさせ

るために、本時がどのような位置付けにあるかを、生

徒と共有することでもある。単元で身に付けさせたい

力が明確になると、その実現に向けて、各時間におけ

る学習が、単元の中でどのような意味を持つかという

視点で、授業づくりを考えることにつながる。 

評価についても、単元で身に付けさせたい力を明確

にし、その力を身に付けている具体的な生徒の姿を、

観点別に評価規準として設定する。そして、単元の学

習の中で、いつ、どのようにして生徒の取組を評価す

るかを、授業構想の段階で計画しておく必要がある。 

本研究の授業実践においては、学習活動で作成した

作品やワークシートの記述、ペアワークへの取組状況

等を、各観点の評価規準に即して、単元の学習の中で、

適切に評価していた。 

「深い学び」の実現には、「深い学び」へと導く単

元計画が重要である。 

(2) 各教科等の「見方・考え方」 

協力員は授業を構想するに当たり、「深い学び」の

実現に向けて「見方・考え方」を働かせるということ

をどのように捉えるかについて苦心しているように見

えた。 

「答申」は「見方・考え方」について「各教科等の

特質に応じた物事を捉える視点や考え方」「各教科等

を学ぶ本質的な意義の中核をなすもの」(中央教育審議

会 2016 pp.33-34)としている。難しく捉える必要は

なく、各教科等を学ぶ意義に立ち戻り、その単元で何

をどのように学ぶかを考えるヒントとして捉え、授業

実践を考えてもらった。 

授業実践 1では、住生活の単元において、健康・快

適・安全の視点で、より良い生活を営む工夫について

考えさせた。授業実践２では、読んだ英文の内容を基

にペアワークを通して考えを形成し、英語で表現させ

た。授業実践３では、比較することで考えを形成し、

対話を通して再構築した考えを英語意見文に書かせた。 

協力員によるこれらの実践を、「見方・考え方」を

働かせた「深い学び」の一例として、既に示したとこ

ろである。 

(3) 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践の工夫 

「見方・考え方」を働かせる「深い学び」を意識し

た単元計画に基づいて、生徒自らが「主体的・対話的」

に学習活動に取り組むことにより、学びの深まりに可

能性が広がる。平成 29年度の授業実践で、効果のあっ

た指導上の工夫を、次の三点にまとめる。 

ア タイムマネジメント 

今回の授業実践では、３事例ともペアワークを取り

入れていた。ペア・グループワークを行う時間を適切

に設定することが大切である。話合いの活動だけでな

く、個人で考えを深めることについても同じことがい

える。 

実践では、家庭学習(宿題)を取り入れて、授業中の

話合いや考えを深めるための時間を確保した。また、

それだけでなく、事前に学習したことを授業で活用さ

せる工夫が見られた。 

さらに、ペアワークをさせて授業を終わるのではな

く、結果や成果等を発表し、他者の意見を聞いて気付

いたことを共有させたり、振り返りをさせたりする時

間を設定することで、生徒は考えを更に深めることが

できていた。 

時間の管理についても意識することが大切である。

実践では、○時○分まで○○を行うと板書することや、

大きなタイマーを用いてカウントダウンすることで、

決められた時間で活動を行うために、生徒が集中して

取り組む姿が見られた。 

【対話による学習についての感想】 

・ペアワークをすると楽しく覚えられるし、意外と見 

直すときも記憶に残っていたりする。 

・ペアで話しながら行う授業によって、自分の意見が

深まったり、新しい発見ができたりして良かった。 

【学んだ事を、将来どのようにいかすことができるか】 

・日本語で考えたことを、英語で表現できるようにす

ることは、将来、外国人と意見交換するときや説明

をするときに、表現を知っているという点で役に立

つ。 

・人の意見を聞いて、自分の意見と違ったり、同じと

ころを見つけられたりするようになった。自分の意

見を明確な理由を付けて話すことは、発表するとき

に使えるなと思った。 
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イ 生徒の気付きや思考を促す 

実践では、生徒からの質問等にすぐに答えを教える

のではなく、ヒントを与えたり、既存の知識に気付か

せたりしていた。また、知識を活用して考えを深める

場面では、生徒に任せて活動を見守っていた。 

このことにより、生徒は自分たちの力で考え、主体

的に学習に取り組むことができていた。 

ウ 的確な指示をする 

個人ワークにしても、ペア・グループワークにして

も、今は何をすべきなのかが分からないと、生徒は主

体的に取り組みにくい。どの実践においても、学習活

動をさせる際に、生徒が何をどのように取り組むかに

ついて、的確に伝えていた。また、その先の学習展開

についても予告し、生徒に見通しを持たせていた。 

口頭の指示だけでなく、板書等で可視化すると更に

効果的である。また、デモンストレーションにより、

実際の活動を行って見せることも効果的であった。 

 

２ 今後の展望 

(1) カリキュラム・マネジメント 

 資質・能力の育成や「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けて、カリキュラム・マネジメントの視点

が重要である。 

12月の第四回協力員会では、カリキュラム・マネジ

メントが話題になった。「答申」には、教育課程の編

成について、教科等横断的な視点で取り組むことが示

されているが、助言者から、その実現のために「単元

配列表」の活用が有効だという提案があった。この「単

元配列表」とは、縦軸に各教科等、横軸に４月から３

月までの時間軸を置き、各教科の単元計画を一枚の紙

にまとめたものを指す。協議の中で、自分の担当教科

の学習内容を他教科と共有することからカリキュラム 

・マネジメントに取り組むという意見に対して、それ

は、教科の学習内容を中心とした考えであるという助

言者の指摘があった。教科の学習内容ではなく、生徒

の資質・能力を中心にして、カリキュラム・マネジメ

ントを考える必要がある。すなわち、学校目標やグラ

ンドデザインの下、どのような資質・能力を身に付け

た生徒を育むのかを中心に置いて、その資質・能力を

身に付けるために各教科等でどのように学ぶかを、教

科等横断的な視点で考えていくということである。 

さらに、地域社会にもカリキュラム・マネジメント

の取組に関わってもらうことができれば、「社会に開

かれた教育課程」の実現につながる。平成 31年度には、

神奈川県の全県立高等学校等で、コミュニティ・スク

ールが導入される。学校と地域の連携・協働体制の一

層の充実に向けて動向を注視したい。 

また、協力員会では、学校内で教科を越えてチーム

を作るなどの、組織的な授業改善の取組の必要性につ

いても話題になった。各学校においてカリキュラム・

マネジメントについて共通理解を図った上で、組織的

に取り組むことが、今後ますます重要になるだろう。 

(2) 授業実践事例集の作成 

 二年間の研究で、六つの授業実践例の収集・分析を

行った。これらを基に、実践事例集をまとめ、研究成

果物とした。「主体的・対話的で深い学び」の授業改

善の実現に向けたヒントとして、各学校で御活用いた

だけると幸いである。 

 

おわりに 

 

 組織的な授業改善が求められているが、全ては目の

前にいる生徒のためである。育成を目指す資質・能力

は高等学校在学中だけでなく、生涯にわたり必要なも

のとなる。生徒たちが十年後、二十年後、どのような

人生を歩んでいくのか、高等学校での学びが、人生の

糧となり、未来を生き抜く資質・能力が育成されるよ

う、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための

授業改善を目指していきたい。 

 最後に、本研究に二年間、助言者として御指導くだ

さった、國學院大學田村学教授を始め、授業実践に意

欲的に取り組んでくださった協力員と、調査研究協力

校の皆様に心から感謝を申し上げ、結びとしたい。 

［調査研究協力員］ 

 松陽高等学校   教諭 大石智子 

 七里ガ浜高等学校 教諭 肥後麗子 

 麻溝台高等学校  教諭 弓削恵 

［助言者］ 

 國學院大學 教授 田村学 
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神奈川県立総合教育センター研究集録37:９～16.2018  

 

小中一貫教育(小中連携)に関する研究〔中間報告〕 
―教育のユニバーサルデザインの視点からの充実― 

 

久 本 卓 人１    𠮷 岡 大 介１     

 全ての学級において、発達障害等を含めた障害のある児童・生徒が在籍することを前提とした指導・支援

を行うことが求められている。本研究では、小中一貫教育(小中連携)の充実を図る際に、教育のユニバーサ

ルデザインの視点からどのような取組を行っていくべきなのかについて、想定される課題とそれを踏まえた

取組の在り方を示した。 

 
はじめに 

 

 平成 26年 12月に示された「子供の発達や学習者の

意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システム

の構築について(答申)」(中央教育審議会 2014)(以下、

「答申」という)では、小中一貫教育に取り組んでい

る学校が全国に広がっていること、その推進に当たっ

ては既存の小・中学校における小中連携の高度化の促

進の観点も加味し、我が国の義務教育全体としての質

の向上につなげていく必要があることが述べられた。 

また、その後、作成された『小中一貫した教育課程

の編成・実施に関する手引』(文部科学省 2016)では、

特別支援教育の充実について、「小中一貫教育を行う

学校の特色は，９年間を通じた一貫した教育を行うと

ころにあり，学習環境への配慮についても，小・中学

校の接続のタイミングだけではなく，９年間を通じた

学習環境の整備を行うことが重要です」と述べるとと

もに、その例として「小・中学校の９年間を通じて，

学校全体で，学級経営や教室環境，授業などについて

の共通した指導・支援の仕方を実践する取組もみられ

ます」とユニバーサルデザインの視点を示している。 

 神奈川県においては、平成 26 年７月に「小中一貫

教育校の在り方検討会議」が設置され、本県における

小中一貫教育校の設置に向けた方策について検討が重

ねられてきた。 

さらに、平成 27 年度からは神奈川県小中一貫教育

推進モデル地区を指定し、取組の推進を図っている。

モデル地区に指定された学校の取組の中にはユニバー

サルデザインの視点をテーマにした授業改善や、その

意図はないものの、ユニバーサルデザインの視点を見

いだせる工夫も見られる。 

また、インクルーシブ教育推進に関して、神奈川県

では、障害の有無にかかわらず全ての児童・生徒が

「できるだけ、地域の学校で学ぶためのしくみづく

り」、「できるだけ、通常の学級で学ぶためのしくみ 

づくり」、「地域で共に生きるしくみづくり」を進め 

 

 

ることを目指している。そこで、本研究では、小中一

貫教育(小中連携)の充実を図る際に、ユニバーサルデ

ザインの視点からどのような取組を行っていくべきな

のかを探ることとする。 

 

研究の目的 

 

 教育のユニバーサルデザインの視点からどのような

取組を行っていくべきなのかについて、想定される課

題とそれを踏まえた取組の在り方を示すことで、今後

の小中一貫教育(小中連携)の充実に資することを目的

とした。 

 なお、本研究での用語は、「小中一貫教育(小中連

携)」及び「教育のユニバーサルデザイン」とし、主

に通常の学級における取組を研究の対象とした。 

 

研究の内容 

 

１ 小中一貫教育(小中連携)及び教育のユニバーサ 

ルデザインの捉え 

(1) 小中一貫教育(小中連携) 

答申(中央教育審議会 2014)では、小中連携教育及

び小中一貫教育を次のように定義している。 

小中連携教育 

 情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教 

育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々 

な教育 

小中一貫教育 

 小・中学校が目指す子供像を共有し、９年間を 

通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指 

す教育 

これは、小中連携教育が、あくまでも情報交換や交

流を主としたものであるのに対して、小中一貫教育は、

目指す子ども像や教育課程という９年間を通した教育

活動のゴールや道筋を共有した上での取組であること

を示している。小中一貫教育の取組のポイントは、そ

れによって児童・生徒の「学びの連続性」が確保され、1 教育課題研究課 指導主事  
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無理なく、着実に必要な資質・能力の育成が図られる

ことである。 

(2) 教育のユニバーサルデザイン 

 ユニバーサルデザインは、アメリカノースカロライ

ナ州立大学のロナルド・メイスが 1980 年代に提唱し

た概念である。使う人に必要な情報がすぐ分かる、使

い方が簡単に分かって使える、少ない力で効率的に使

えるなど、全ての人にとって使いやすいということを

コンセプトにしている。 

障害者の権利に関する条約第２条では、ユニバーサ

ルデザインを「調整又は特別な設計を必要とすること

なく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することの

できる製品、環境、計画及びサービスの設計」と定義

している。 

 この考え方を教育に反映したものが、教育のユニバ

ーサルデザインである。阿部は、教育におけるユニバ

ーサルデザインを「『より多く』の子どもたちにとっ

て、わかりやすく、学びやすく配慮された教育のデザ

イン」(阿部 2014 p.10)と定義した上で、その具現化

において、「人的環境のユニバーサルデザイン化」、

「教室環境のユニバーサルデザイン化」、「授業のユ

ニバーサルデザイン化」という三つの柱が存在するこ

とを指摘している。これらは、相互作用的に働くもの

であり、バランス良く取り組むことが重要である。 

なお、この「人的環境」、「教室環境」、「授業」

は、『小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手

引』で述べられている「学級経営」、「教室環境」、

「授業」という枠組みに相当する。 

 

２ 教育のユニバーサルデザインの視点を取り入れる

意義 

(1) 小学校からの連続性に着目した問題把握と取組 

小中一貫教育(小中連携)が進められてきた背景の一

つに、児童・生徒が中学校への進学に際して新しい環

境での学習や生活に不適応を起こし、いじめや不登校

等の増加につながるとされる「中一ギャップ」の問題

が挙げられる。 

ただし、この「中一ギャップ」について、国立教育

政策研究所が平成 26 年に作成した「生徒指導リーフ

Leaf.15 『中 1 ギャップ』の真実」では、「中１に

なる段階で突然何かが起きるかのようなイメージや、

学校制度の違いという外的要因が種々の問題の主原因

であるかのようなイメージを抱くと、問題の本質や所

在を見誤り、間違った対応をしかねません」と述べる

とともに、小学校からの連続性に着目して問題の把握

と解消に向けた取組を行うことの重要性を示している。 

小中一貫教育(小中連携)の取組において大切なこと

は、「中一ギャップ」という言葉のイメージにとらわ

れることなく、いじめや不登校等が増加する背景や要

因として中学校区が抱える課題を多面的に捉えるとと

もに、連続性を確保した教育活動の充実を図っていく

ことである。 

(2) 教育的支援を必要とする児童・生徒の存在 

ここでは、それぞれの中学校区が抱える課題の一つ

として、通常の学級における教育的支援を必要とする

児童・生徒の存在を考える。 

文部科学省が平成 24 年に行った調査によって、通

常の学級における発達障害の可能性を含めた教育的支

援を必要とする児童・生徒の割合が 6.5％であること、

そのうち何の支援も受けていないケースが４割近くに

上ることが明らかになった。 

また、同年７月に中央教育審議会が公開した「共生

社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築

のための特別支援教育の推進(報告)」(以下「報告」

という)では、「特別な指導を受けている児童生徒の

割合を比べてみると、英国が約 20％(障害以外の学習

困難を含む)、米国は約 10％となっており、これに対

して、日本は、特別支援学校、特別支援学級、通級に

よる指導を受けている児童生徒を合わせても約３％に

過ぎない」ことが指摘されている。 

これは、英国や米国であれば特別な支援を受けてい

る児童・生徒の大半が、日本では何の支援も受けずに

通常の学級に在籍していることを意味している。した

がって、これらの児童・生徒への対応は、学校現場に

おける喫緊の課題といえる。 

(3) 多様な学びの場の確保 

このような背景から、近年、学級規模及び教職員配

置の適正化や特別支援学級、通級指導教室の整備が進

められてきた。それに伴い、特別支援学級、通級指導

教室による指導を受ける児童・生徒の数も年々増加し

ている。しかし、これらは通常の学級における支援が

不要になるということにはつながらない。 

小・中学校の学習指導要領では、障害のある児童・

生徒との交流及び共同学習の機会を積極的に設けるこ

とが示されている。そこで、特別支援学級を設置して

いる学校では、多くの場合、在籍する児童・生徒と同

学年の通常の学級を「交流学級」と位置付け、必要に

応じて両方の学級を行き来しながら学習する形をとっ

ている。 

特に神奈川県では、特別支援教育を発展させる形で、

障害の有無にかかわらず、さまざまな課題を抱えた子

どもたち一人ひとりのニーズに適切に対応していくこ

とを目指す「支援教育」を推進しており、「できるだ

け通常の学級で学ぶしくみづくり」として、「みんな

の教室」の設置を進めている。 

また、通級指導教室で指導を受ける児童・生徒は、

通常の学級に在籍しており、ほとんどの授業をそこで

受けている。 

特別支援学級、通級指導教室のいずれにおいても、

児童・生徒は通常の学級と行き来しながら学習するこ
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とになる。したがって、多様な学びの場を確保するた

めにも、教育のユニバーサルデザインの視点から取組

を見直し、通常の学級における包括性を高めていく必

要がある。 

(4) 二次障害の軽減 

次に、二次障害の軽減という点から意義を考える。 

発達障害の児童・生徒が適切な支援を受けられず、

理解不足による過度な叱責やいじめなど否定的な周囲

の対応を経験する中で、情緒の不安定、反抗的な行動、

深刻な不適応の状態等を招くことがある。これを二次

障害という。 

齋藤(2009)は、発達障害の二次障害を、極端な反抗、

暴力、家出、反社会的犯罪行為等として表れる外在化

障害と不安、気分の落ち込み、強迫症状、対人恐怖、

ひきこもり等として表れる内在化障害に分類するとと

もに、思春期に見られるそれぞれの二次障害として、

複数の種類の非行行動を繰り返す行為障害や不登校、

ひきこもり等の受動攻撃的反抗を挙げている。 

これまで「中一ギャップ」とひとくくりにされてき

た問題の要因として、このような二次障害が関連して

いる可能性も考えられる。教育のユニバーサルデザイ

ンから取組を見直し、適切な教育的支援を行うことは、

この二次障害を軽減するという点からも重要である。 

(5) 継続的でスムーズな支援の実現 

教育のユニバーサルデザインの視点を取り入れる取

組は、小学校、又は中学校のいずれかが単独で行うの

ではなく、中学校区ぐるみで協働的に進めることが望

ましい。小学校単独の取組では支援が途切れることに

なり、中学校単独の取組では支援を受け入れる土壌づ

くりに時間がかかるからである。 

中学校区によっては、研修会等を通して小・中学校

の教職員が情報を共有し、協働的に取組を進めている

例も見られる*１。今後、小中一貫教育（小中連携）の

取組を通し、継続的でスムーズな支援を実現すること

が必要である。 

 

３ 教育のユニバーサルデザインにおける三つの柱と 

小中一貫教育(小中連携) 

 ここでは、阿部の定義に基づき、教育のユニバーサ

ルデザインにおける三つの柱と小中一貫教育(小中連

携)の充実との関係を整理する。 

(1) 人的環境のユニバーサルデザイン化 

人的環境のユニバーサルデザイン化とは「子どもた

ちの心にアプローチしてクラスの雰囲気をやわらかく

し、子どもたちが学び合うための環境や関係作りをし

ていくこと」(阿部 2014 p.14)である。松久は、この

人的環境を「秩序のある安心して過ごせる好意に満ち

たクラス」(松久 2017)と述べている。教室環境のユ

ニバーサルデザイン化がハード面の支援だとすれば、

人的環境のユニバーサルデザインはソフト面での支援

である。 

また、阿部は、「人的環境を整えるためには、工夫

がなされたソーシャルスキルトレーニングが重要な役

割を果たす」と述べるとともに、育成したいソーシャ

ルスキルとして次の六点を紹介している。 

○ あいさつに関するスキル 

○ 自己認知スキル 

○ 相互理解のための言葉・表現スキル 

○ 相互理解やセルフコントロールのための気持ち 

認知スキル 

○ セルフマネジメントスキル 

○ コミュニケーションスキル 

小中一貫教育(小中連携)においては、校種を越えた

異学年交流が行われる。それらをより有意義なものに

するためには、上記のようなソーシャルスキルの育成

を意識した交流活動の実施が効果的である。 

また、交流活動の形態としては、構成的グループエ

ンカウンターの様々なエクササイズや対人関係ゲーム

などを取り入れることも考えられる。重要なのは、異

学年交流を、単なる楽しいイベントで終わらせるので

はなく、児童・生徒たちが学び合う環境や関係づくり

をしていくきっかけにすることである。 

(2) 教室環境のユニバーサルデザイン化 

 児童・生徒が落ち着いて過ごし、学習活動に集中で

きるようにするためには、不要な掲示物を外すなどし

て子どもの学びを妨げる要因を減らしたり、「暗黙の

ルール」や見通しを可視化したりすることが重要であ

る。 

 具体的なポイントを三点例示する。 

○ 妨害刺激の撤去 

「掲示物を後方に貼る」 

「無地のカーテンなどで教室前方のロッカーや 

戸棚を覆う」等 

○ 物理的な構造化 

「『何を入れるのか』『どのように入れるの 

か』が分かりやすいようにする」等 

○ 時間の構造化 

「基本的なスケジュールを前面に提示する」 

「予定の変更は目立つようにする」等 
＊ 神奈川県立総合教育センター 2010 『明日から使える支 

援のヒント ～ 教育のユニバーサルデザインをめざし 
て ～』を基に作成) 

 小中一貫教育(小中連携)の取組の中では、「９年間

の系統性や発展性を踏まえて掲示物を作成する」、

「学年が上がるにつれて掲示物等の作成に児童・生徒

の参画を増やす」、「中学生等の上級生が下級生の教

室掲示や身の回りの環境整備の手助けをする」といっ

た取組が考えられる。 

なお、教室環境のユニバーサルデザイン化を進める

に当たっては、作成した掲示物等のデータをＩＣＴ機
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器で電子化し、共有化しておくとよい。それによって

児童・生徒がどのような環境の中で学校生活を送って

きたかを把握したり、各学年における掲示物等を比較

して系統性や発展性を整理したりすることができる。 

(3) 授業のユニバーサルデザイン化 

小貫、桂(2017)は、授業のユニバーサルデザイン化

における学びの階層について「参加」、「理解」、

「習得」、「活用」の４段階に分類した上で、それぞ

れの階層における「授業でのバリアを生じさせる発達

障害のある子の特徴」と「授業でのバリアを除く工夫」

を整理している。 

４段階の階層のうち、「参加」及び「理解」は、主

に一単位時間の授業における児童・生徒の学習活動へ

の参加意欲の向上と、ねらいの実現を示したものであ

る。また、「習得」は、学年・単元間のつながりを意

識した指導を、「活用」は、日常生活や発展的課題、

発想の獲得といった学びの機能化、応用や汎用が可能

なものとして身に付けさせる適応化を意味している。 

 これらを、小中一貫教育(小中連携)の取組の中で 

どのように具体化するのかについて試案したのが第１

図である。この図は、各学級担任や教科担任等が「参

加」、「理解」に関わる取組を創意工夫して結果を共有

するとともに、「習得」、「活用」を目指して９年間を

見通したカリキュラム編成を行っていくことを示して

いる。また、「活用」に関しては、小・中学校で目指

す子ども像を設定する際に意識することを示している。 

 

４ 調査研究協力校の取組に見られる教育のユニバー 

サルデザインの視点 

 教育のユニバーサルデザインの視点を取り入れると

いうことは、全く新しい取組を行うということではな

い。そもそも、「優れた学級経営」や「良い授業」と

いわれるものには、実践者の意図にかかわらず、教育

のユニバーサルデザインの視点を見いだせることが少

なくない。 

したがって、まず始めに、それまでの取組を振り返

り、教育のユニバーサルデザインの視点からも有効で

あると考えられる事例とその意義を共有することが重

要である。 

 ここでは、調査研究協力校が行ってきた小中一貫教

育(小中連携)の取組*２について、教育のユニバーサル

デザインの視点からも意義があると考えられる事例を

紹介する。 

(1) 構成的グループエンカウンターの手法を用いた 

６年生と中学生の交流(人的環境のユニバーサルデ 

ザイン化) 

 箱根町では、「心豊かなよりよい人間関係を築ける

子どもの育成」をねらいとして、「ほめる教育の推進」

「箱根ハートフルプログラムの定着」などに取り組ん

でいる。その取組の一環として、箱根町立箱根中学校

では、小学生が中学校への一日体験入学をする際に、

箱根町教育支援室の職員と連携し、「６年生は入学に

対して安心感が持てるようになる」、「中学生は先輩

としての心構えができる」などを目的とした構成的グ

ループエンカウンターの視点を取り入れたプログラム

を実施した。 

構成的グループエンカウンターとは、リーダーの指

示した課題(エクササイズ)をグループで行い、その時

の気持ちを率直に語り合うことを通して、素直な気持

ちの交流ができる親密な人間関係を体験させるカウン

セリングの手法である。互いに支え合う温かい人間関

係づくりのきっかけとして取り入れられることも多い。 

人的環境のユニバーサルデザイン化においては、児

童・生徒同士の温かい人間関係づくりが欠かせない。

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 小中一貫教育（小中連携）の充実と授業のユニバーサルデザイン化 

（小貫・桂 2017を基に加筆して作成） 
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また、そのための働きかけは学校生活のあらゆる場面

で行う必要がある。箱根町立箱根中学校における取組

は、人的環境のユニバーサルデザイン化を図る方策の

ヒントとしても参考になる取組である。 

(2) 児童支援担当教諭の配置及び生徒指導担当教諭と 

の連携(人的環境のユニバーサルデザイン化) 

藤沢市立大清水小学校では、教育相談コーディネー

ターを務める教員が児童支援担当教諭として配置され、

学校全体の児童に対する支援の中心的役割を果たして

いる。児童支援担当教諭は学級担任を兼任しておらず、

児童支援に関して柔軟な対応が可能である。また、児

童の登校を玄関で出迎えたり、日常的に各学級の教室

へ入ったりすることによって、児童とのコミュニケー

ションを図るとともに、学級担任と協働的に児童への

支援を行っている。 

さらに、隣接する藤沢市立大清水中学校では、生徒

指導担当教諭が児童支援担当教諭との連携を図り、生

徒の課題を適切に把握するとともに、一人ひとりの生

徒の気持ちに寄り添った細やかな対応を行うことで、

生徒との信頼関係を築くようにしている。 

人的環境のユニバーサルデザイン化に関しては、児

童・生徒同士だけでなく、児童・生徒と教職員との関

係が良好であることも重要である。そのためには、複

数の教職員が協働的に児童・生徒に関わる体制を構築

することが望ましい。大清水中学校区における指導体

制は、その一つのモデルとなることが期待される。 

(3) 落ち着いて授業に集中できる教室環境づくり(教 

 室環境のユニバーサルデザイン化) 

秦野市立北小学校、北中学校では、児童・生徒が落

ち着いて授業に集中できるように、次のような点から

教室環境の整備を心掛けている。 

○ 空調管理の機器を使用して、適切な室内温度や 

  湿度を維持する。 

○ 生徒用のロッカーにカーテンをかけるなどして 

すっきりした印象の教室環境にする。 

○ 無駄な掲示物や備品を減らして、整理整頓を行 

う。 

学級では、掲示物や物音が気になる、体温調整が苦

手など、様々な要因が児童・生徒にとって学習の妨げ

となっている場合がある。他の事例と同様に、この事

例も教育のユニバーサルデザインを意図して取り組ま

れてきたものではない。しかし、「集中しなさい」、

「しっかりしなさい」と注意するだけでなく、児童・

生徒の学習の妨げとなっている要因を減らすという点

で、教室環境のユニバーサルデザイン化に資する取組

となっている。 

(4) 教科等における指導内容や指導方法の共通理解推 

進(授業のユニバーサルデザイン化)  

 海老名市の有馬中学校区では、夏の小・中学校合同

研修会の場を活用して、教科等における指導内容や指

導方法の共通理解推進を図っている。平成 29 年度の

研修会では、まず、全体会として算数・数学の指導を

行っている中学校教員からの実践報告や外部講師を招

聘しての講演を行った。 

また、その後は教科等の分科会において、それぞれ

の教職員が行っている指導の工夫や悩みを共有したり、

学びの連続性という点から学習内容についての確認を

行ったりした。 

 授業のユニバーサルデザイン化を進めるに当たって

は、各学級担任や教科担任等が児童・生徒の「参加」、

「理解」を目指して創意工夫しながら授業づくりを行

い、それを共有するとともに、９年間を見通したカリ

キュラム編成を行っていく必要がある。有馬中学校区

における取組は、それらを進める際の方策として、研

修や会議の機会が限られる中で取組を進めようとする

学校にとって参考になるものである。 

(5) つまずきへの支援となる補助教材の活用(授業の 

ユニバーサルデザイン化) 

 秦野市立北小学校、北中学校では、児童・生徒の実

態に応じて算数・数学の補助教材を活用した学習支援

を行っている。 

この補助教材は、市の教育研究所が作成したもので、

「計算領域編」、「関数領域編」、「図形領域『平面

図形』編」、「図形領域『空間図形』編」、「資料の

活用領域編」の５種類が用意されている。また、それ

ぞれの問題を解くために必要な既習事項が示されてお

り、児童・生徒自身が系統性を踏まえて適切な振り返

りを行うことができる。 

なお、この補助教材には問題の履修学年が記載され

ていない。これは、児童・生徒が下学年の学習に取り

組む際の抵抗感を緩和するためである。 

 授業のユニバーサルデザイン化を進める土台は、児

童・生徒のつまずきを的確に捉えることである。しか

し、その際に児童・生徒の自己肯定感を下げてしまう

と、つまずきを隠そうとする行動や学習意欲の低下に

つながることもある。児童・生徒が前向きに自己の振

り返りやその後の学習に取り組むためのツールとして

も、このような補助教材は有効である。  

 

５ 想定される課題と取組の在り方 

現在、各学校には、「学習指導要領等を受け止めつ

つ、子供たちの姿や地域の実情等を踏まえて、各学校

が設定する学校教育目標を実現するために、学習指導

要領等に基づき教育課程を編成し、それを実施・評価

し改善していく」(中央教育審議会 2016)カリキュラ

ム・マネジメントの実現が求められている。 

教育のユニバーサルデザインの視点から小中一貫教

育(小中連携)の充実を図る際にも、ＰＤＣＡサイクル

(教育課程の編成、実施、評価、改善)の流れの中で、

取組を進めていくことが考えられる。 
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ここでは、その際に想定される課題とそれを踏まえ

た取組の在り方を例示する。なお、例示の整理に当た

っては、教育のユニバーサルデザインの取組を組織的

に行っている学校*３や調査研究協力校における小中一

貫教育(小中連携)の取組等を参考にした。 

(1) 想定される課題 

ア 正しい認識と必要感の共有 

教育のユニバーサルデザインに対して、「支援学校

や支援学級の話で通常の学級には関係がない」、「授

業の難易度を下げるので、自分たちの学校には必要な

い」といった誤解を抱いているケースも見られる。 

教育課程を編成するに当たり、教育のユニバーサル

デザインに関する正しい認識と必要感が共有されてい

なければ、学年や教科によって教職員の方向性が定ま

らず、学びの連続性を確保した適切な教育課程の編成

につながらない可能性もある。 

イ 取組の統一性と多様性の両立 

 組織的に取組を進めるためには、指導の在り方や工

夫、配慮等をリスト化し、中学校区内の教職員で共有

することが考えられる。これにより、中学校区におけ

る取組の統一性を高め、環境やルールの変更による児

童・生徒の混乱を緩和することが期待できる。これは、

その後のトラブルを減らしたり学習の効果を高めたり

することにもつながる。 

ただし、教育のユニバーサルデザインを機能させる

ためには、その場の児童・生徒の実態に応じた柔軟な

対応が欠かせない。したがって、統一性と多様性を両

立させる形でそれぞれの取組を進めていく必要がある。 

ウ 多忙化や負担感の解消 

 学校が抱える課題が多様化・複雑化する中で、教職

員の多忙化に関する問題が社会的に注目されている。 

この点について、平成 27 年に国立教育政策研究所

が公開した「小中一貫教育の成果と課題に関する調査

研究」では、「最も大きな課題と考えられるのが，小

中一貫教育の取組による教職員の多忙化(業務量の増

加)と負担感(業務量増加による心身両面での疲労感)

の問題」であると指摘している。 

教育のユニバーサルデザインの視点は、児童・生徒

の困難さの緩和と様々な問題の未然防止につながるた

め、中長期的には教職員の負担も軽減する。ただし、

取組を始めるに当たり、一定の負担が生じることは避

けられない。したがって、教職員の多忙化や負担感を

解消する取組を併せて行う必要がある。 

エ 適切な評価と改善の実施 

取組の効果に対する適切な評価とその後の改善を行

うためには、根拠となる資料を準備するとともに、多

様な視点から検証を行う必要がある。 

また、年度末だけでなく、小・中学校の担当者等が

定期的に集まって打合せをしたり、情報交換をしたり

する場の設定が重要であるが、部活動の有無など、

小・中学校それぞれの教育活動や行事が異なる上、長

期休業中にも教職員が様々な業務を抱えていることが

多く、日程調整が可能な日は限定されがちである。 

(2) 課題を踏まえた取組の在り方 

ア 先進校の情報の収集や外部講師の招聘 

 教育のユニバーサルデザインは、発達障害等を含む

教育的ニーズを有する児童・生徒にとっては「ないと

困る支援」であり、その他の児童・生徒にとっては

「あると便利で・役に立つ支援」(佐藤 2014)である。

また、授業においては余計な混乱やつまずきを減らし、

学習効果をより高めることにつながる。 

取組を進めている先進校の情報を収集して参考にし

たり、小・中学校合同研修会等に外部講師を招聘した

りして、教育のユニバーサルデザインについての正し

い認識と必要感を共有した上で、教育課程の編成を行

うことが重要である。 

イ 個々の創意工夫や児童・生徒の実態の尊重 

 指導の在り方や工夫、配慮等をリスト化する際は、

校内の教職員がそれまで創意工夫してきたことに着目

し、それらを整理したり価値付けたりすることから始

めるようにする。また、授業に関する内容については、

小・中学校のどの教科でも取り入れられる視点で整理

することが望ましい。 

なお、作成したリストは、それをルールとして固定

するのではなく、あくまでもより良い取組のヒントと

して実際の指導の場では児童・生徒の実態を尊重する

ことや、その後の修正を重ねていくことが重要である。 

ウ 業務の集約 

 小中一貫教育(小中連携)の取組と平行して、それぞ

れの小学校、中学校が独自の校内研究に取り組んでい

る場合は、小中一貫教育(小中連携)の取組自体を小・

中学校で統一した校内研究のテーマに設定する、個々

の教員の研修と校内研究を組み合わせるなど、業務の

集約を行うことが考えられる。 

 また、教育のユニバーサルデザインの視点を取り入

れた取組を進めている学校からは、児童・生徒の課題

が減少し、結果的に教職員の負担が軽減したという声

も聞かれる。そういった見通しを確認することで、教

職員の負担感を緩和することも考えられる。 

エ アンケート等の実施や評価組織の設置 

 児童の実態把握を行うためのアンケート調査やレデ

ィネステスト等を定期的に用いて評価のための資料と

することが考えられる。 

また、小中一貫教育(小中連携)に関する評価専門の

組織を設置し、これに支援教育の専門家を加えること

も一つの方法である。 

なお、定期的に打合せや情報交換をするためには、

あらかじめ年間計画の中に優先的に日程を入れたり、

人的環境のユニバーサルデザイン化、教室環境のユニ

バーサルデザイン化、授業のユニバーサルデザイン化
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という三つの柱ごとに部会を設置し、それぞれの部会

ごとに日程調整をしたりすることも考えられる。 

 

研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

 今回、人的環境のユニバーサルデザイン化、教室環

境のユニバーサルデザイン化、授業のユニバーサルデ

ザイン化の三つの柱に着目し、研究を進めてきた。こ

れにより、ユニバーサルデザインの視点を教育活動に

取り入れる際の方策を、多面的に整理することができ

た。 

なお、三つの柱のうち、人的環境のユニバーサルデ

ザイン化、教室環境のユニバーサルデザイン化は、

小・中学校間だけでなく、幼稚園や保育園と小学校間

の円滑な接続を図る上でも適用できる要素が多い。

幼・保・小・中のつながりの中で教育活動に取り組も

うとしている地域をはじめ、多くの学校で取り入れる

ことのできる汎用性の高い考え方である。 

また、調査研究協力校が行ってきた小中一貫教育

(小中連携)の取組について、教育のユニバーサルデザ

インの視点からも意義があると考えられる事例を紹介

することができた。これらは、それぞれの学校におけ

る「優れた学級経営」や「良い授業」を振り返る視点

にもなると考える。 

さらに、教育のユニバーサルデザインの視点から小

中一貫教育(小中連携)の充実を図る際に想定される課

題とそれを踏まえた取組の在り方を例示した。今後、

各学校において、ＰＤＣＡサイクル(教育課程の編成、

実施、評価、改善)の流れの中で、取組を進めていく

際の参考となることを期待している。 

 

２ 研究成果物の作成 

 本研究では、研究の成果を踏まえ、各学校において

取組を行う際の基本的な考え方や方策等を示した研究

成果物を作成した。 

研究成果物の構成はＱ＆Ａ方式にした。これにより、

それぞれの学校のニーズに応じて必要な項目を確認す

ることができる。内容については、小中一貫教育(小

中連携)や教育のユニバーサルデザインの捉え、教育

のユニバーサルデザインの視点を取り入れることの意

義や取組の進め方等を示した。 

今後、小中一貫教育(小中連携)の取組はより多くの

学校に広がることが予想される。各学校の実態に合わ

せ、この研究成果物が活用されることを期待する。 

 

３ 今後の方向性 

 研究２年目は、調査研究協力校の実態に応じて、今

年度の研究で整理した教育のユニバーサルデザインの

視点をはじめ、様々な視点から小中一貫教育(小中連

携)の取組の質的向上を図る実践を行い、その在り方

や具体的な方策について検証する。 

 

おわりに 

 

 神奈川県では、小中一貫教育(小中連携)を通して

「個別の教育的ニーズのある児童・生徒を含めたすべ

ての児童・生徒が、地域における同年齢や異年齢の仲

間たちとの学び合いや高め合いを通して、主体的に共

生社会を創る力」(神奈川県教育委員会 2017)を育む

ことを目指している。 

 本研究の成果が、全ての児童・生徒への支援につな

がり、小中一貫教育(小中連携)の質的向上を図る一助

となることを願う。 

 最後に、研究を進めるに当たり、御助言を賜った国

立教育政策研究所の屋敷和佳総括研究官、御協力いた

だいた調査研究協力校の皆様に深く感謝申し上げる。 

 

＜注＞ 

＊１ 例えば、平塚市立神明中学校区である。 

＊２ 取組の概要については、『神奈川県小中一貫教 

育推進ガイドブック』の記載内容及び当該中学校区 

への聞き取り調査等を基に整理した。 

＊３ 例えば、綾瀬市立綾南小学校、伊勢原市立大田 

小学校、平塚市立神明中学校である。 

 

［調査研究協力校］ 

藤沢市立大清水中学校区 

○ 藤沢市立大清水小学校 

○ 藤沢市立大清水中学校 

海老名市立有馬中学校区 

○ 海老名市立有馬小学校 

○ 海老名市立門沢橋小学校 

○ 海老名市立社家小学校 

○ 海老名市立有馬中学校 

秦野市立北中学校区 

○ 秦野市立北小学校 

○ 秦野市立北中学校 

箱根町立箱根中学校区 

○ 箱根町立湯本小学校 

○ 箱根町立仙石原小学校 

○ 箱根町立箱根の森小学校 

○ 箱根町立箱根中学校 

［助言者］ 

国立教育政策研究所教育政策・評価研究部 総括研究

官 屋敷和佳 
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神奈川県立総合教育センター研究集録37:17～24.2018  

 

小中学校の特別支援学級における学びの連続性に関する研究 
 － 個別教育計画の活用を通して －  

 

吉 野 敦 子１    樋 口 一 穂１    中 山 仁 志１    星 野 留 美１     

 特別支援学級では、子どもたちの自立と社会参加を目指すために、一人ひとりの障害の状況や発達の段階

に応じた教育活動を行うことが求められている。そのためには、小中学校の９年間の学びをつなげるための、

担当同士の連携が必要である。本研究では、小中学校のネットワークの構築と個別教育計画を活用する取組

を通し、授業づくり、子どもの見立て、評価・振り返りに着目しながら、学びの連続性や充実した指導につ

ながる有効な方法を検討した。 

 
はじめに 

 

 神奈川県教育委員会は、「平成 29年度学校運営の重

点課題」において、系統性を踏まえた各校種間の学び

の連続性の重要性について示している。 

神奈川県では、特別支援学級に在籍する児童・生徒

は、平成５年度の 3,475人から増加の一途をたどり、

平成 29年度には 15,544人で約 4.5倍になった。支援

を必要とする児童・生徒の増加に伴い、教育的ニーズ

は多様化している。小学校と中学校で目指す学習成果

や将来像が異なる場合、長期的な視点を持った教育を

行うことは難しい。 

神奈川県の現状を見ると、個別教育計画の作成など、

特別支援教育の枠組みをいかした仕組みづくりは進め

られてきているが、小中学校の特別支援学級では、学

校間で連携し、長期的な視点を共有して、学習内容に

十分にいかすことができているとはいえない状況であ

る。 

この課題について、国立特別支援教育総合研究所に

よる「知的障害特別支援学級（小・中）の担任が指導

上抱える困難やその対応策に関する全国調査」では、

特別支援学級担任の経験が少ない教員が多い現状を背

景として、個別の指導計画の作成において、「指導目

標を設定する際に児童生徒の実態把握やアセスメント

をすること」や、「具体的な指導の方法を考えること」

が難しいと感じている担任が多いことを指摘している。

また、特別支援学級担任に必要な支援として、日々の

授業について相談できるネットワークの構築や、特別

支援学級担任が参照できるハンドブックなどの情報リ

ソースの整備、研修の充実などが挙げられている。 

系統性のある教育内容・方法を実践することにより、

子どもたちに学ぶ面白さや、大切さを理解させるよう

な取組を実現するためには、小中学校の特別支援学級

を担当する教員の専門性の向上と、連携方法の検討が

必要であると考える。 

 

１ 教育相談課 指導主事 

研究の目的 

 

小中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の指

導の充実を図るためには、個別教育計画を活用し、小

中学校の特別支援学級における学びの連続性を保障す

ることが不可欠である。 

そこで、本研究では、小中学校の特別支援学級担任

が連携し、ネットワークを構築しながら、個別教育計

画を授業づくりに活用し、一人ひとりの子どもの学び

の連続性を実現するための有効な方法について検討す

る。 

 

研究の内容 

 

１ 調査研究協力校について 

 本研究では、調査研究協力校として、県内Ａ市立Ｂ

小学校及び、Ｃ中学校の２校に協力を依頼した。Ａ市

では、子どもを小中学校の９年間で育てる教育システ

ムの構築を目指し、小中一貫教育の研究を行っており、

今後、市内全中学校区で小中一貫教育を実施していく

こととしている。 

特別支援教育においても、Ａ市では、特別支援学級

で活用できるハンドブックを作成して、特別支援学級

担任が、在籍する子ども一人ひとりに対して、より適

切な指導や支援を行うために活用できるようにしてい

る。 

 Ｂ小学校は、知的障害学級２学級（在籍児童８名）、

自閉症・情緒障害学級１学級（同２名）、Ｃ中学校は、

知的障害学級１学級（在籍生徒６名）、自閉症・情緒

障害学級１学級（同３名）を設置しており、各学級担

任は１名である。 

なお、Ｃ中学校区には、Ｂ小学校以外に２校の小学

校があり、２校ともに特別支援学級が設置されている。 

 

２ 研究の方法 

まず、調査研究協力校の担当者と打合せを行い、研

究の内容、方法などについて確認した。 
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 授業実践は、小中学校の特別支援学級担任が相互に

参観し、授業後に協議を行った。協議では、授業を振

り返りながら、主に個別教育計画や子どもの見立てに

ついて整理・分析し、小中学校の特別支援学級におけ

る学びの連続性につながる有効な手立てについて検討

した。 

 

３ 研究の経過 

 研究の経過について、第１表に示す。 

第１表 研究の経過 

回 内 容 時 期 

(1) 
第１回 

調査研究協力校打合せ 
５月中旬 

(2) Ｃ中学校における授業実践・協議 ５月下旬 

(3) Ｂ小学校における授業実践・協議 ６月下旬 

(4) Ｃ中学校における授業実践・協議 ７月上旬 

(5) 
第２回 

調査研究協力校打合せ 
７月下旬 

(6) Ｃ中学校における授業実践・協議 11月上旬 

(7) Ｂ小学校における授業実践・協議 12月上旬 

 (1)～(7)の協議には、小中学校特別支援学級担任、

Ａ市教育委員会指導主事、神奈川県立総合教育センタ

ー（以下、「センター」という）教育相談課指導主事

が参加した。さらに、(1)、(5)の調査研究協力校打合

せ、(3)Ｂ小学校における授業実践には小中学校長、(5)

第２回調査研究協力校打合せ、(6)Ｃ中学校における授

業実践時の協議には助言者も参加した。 

(1) 第１回調査研究協力校打合せ(５月中旬) 

センターより研究の概要説明を行い、２校より各校

の課題や現状の報告がなされた。 

意見交換では、授業の中で、「認知・情緒・社会性

などの向上を図るための、体を動かす活動」、「学び

の楽しさを味わわせるための、身近なもの、生活に密

着したものの活用」、「児童・生徒の意欲を引き出す

ための、効果的な言葉掛け」を行っていくことは、ど

の校種、教科においても、小中学校の学びの連続性を

実現するために有効であるという認識が共有された。 

(2) Ｃ中学校における授業実践（５月下旬） 

体育科において、「体ほぐし運動～全身をダイナミ

ックに使って表現しよう～」の授業実践を行った。新

聞紙を用いて、ストレッチや身体表現など、様々な運

動を行った。 

授業後の協議内容は以下のとおりである。 

ア 個別教育計画 

・今年度の個別教育計画は、１年生については小学

  校卒業時のものを、２・３年生については昨年度

  のものを参考に作成した。中学校担任は、今年度

  新しく担当となっており、「まだ生徒の実態把握

  が十分にできていない」とのことであった。 

イ 授業づくり 

・３名の生徒を対象に、本時のねらいが達成できた

かについて検討を行った。対象生徒３名のうち１

名は、今年度Ｂ小学校からＣ中学校に入学した生

徒Ｄである。小中学校の学びの連続性を実現する

有効な手立てについて検証するために、今後も生

徒Ｄに注目していくことを確認した。 

・導入として寸劇を取り入れたこと、本時の目標や

展開について、口頭での説明と合わせて、視覚に

よる提示がなされていたことなど、生徒に興味・

関心を持たせるための有効な手立てを共有した。 

・活動ルールの明確化や、授業の目標や内容を視覚

的に提示することの有効性を確認した。 

ウ 子どもの見立て 

・教員の説明や友だちの発言を聞く活動ができてい

  たことから、授業時のルールが生徒に正しく伝わ

  っており、理解されていることが推察された。 

・小学校担任から、生徒の様子について、「相手が

  取りやすい球を投げるなど、力加減の調整ができ

  ている」、「周囲を意識した行動が取れる」、「上

  級生が下級生に声を掛けたり、補助をしたりして

  いた」などの発言があり、協議者間で、「生徒同

  士の良好なコミュニケーションが、授業への意欲

  的な参加につながっている」と確認した。 

・小学校担任は、生徒Ｄについて、「小学校在学時

よりも更に社会性が身に付き、より主体的に行動

できるようになった」と語った。 

エ 評価・振り返り 

・小学校担任は、「生徒同士の関わりの中から、生

  徒自身の気付きや主体性を引き出すためには、担

  任はもう少し待つ姿勢を持つべきである」、また、

  「担任が一部の生徒に深く関わってしまうと、全

  体が見えなくなってしまうため、支援のタイミン

  グや量を考える必要がある」と語った。 

(3) Ｂ小学校における授業実践（６月下旬） 

算数科において、「スーパーすごろくゲーム」の授

業実践を行った。算数の課題に「体を動かす」という

体育的活動を組み込んだ合科的な指導である。 

授業後の協議内容は以下のとおりである。 

ア 個別教育計画 

・ 在籍する全ての児童について、「基本的生活習慣」、

「運動機能」、「社会性」、「認知・学習」、「交

流及び共同学習」の項目ごとに、詳細な手立てが

明記されている。例えば、「なめらかな音読がで

きるようにする」という目標について、「長い文

章は文節で分けてラインを引き、視覚的に分かり

やすくする」、「日々の生活の中で、文章を読む

機会や音読する機会を多くする」などである。１
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年生の個別教育計画作成に当たっては、保護者だ

けでなく、就学前の所属機関からも聞き取りを行

っている。 

・中学校担任は、「小学校卒業時の個別教育計画を

参考にしながらも、小学校でできていたことが、

どのような状況でできていたのか確認する必要が

ある」、「年度当初に個別教育計画を作成した後

も、時間をかけて、より的確な生徒の実態把握に

努めている」、また、「生活スキル向上のための

自立活動においてはうまく引き継がれていると思

うが、教科指導においては、更に詳細に確認する

必要がある」と語った。 

・小学校では、担任が複数の教科にわたって指導を

行うため、個に応じた支援を継続的に行うことが

できる。一方、中学校担任からは、「中学校は教

科担任制のため、有効な支援の方法が、他教科の

担当にうまく伝わらないのではないか」といった

課題が挙げられた。協議者間で、その課題を解決

するためのツールとして、個別教育計画の活用が

有効であることを確認した。 

イ 授業づくり 

・担任が「はかせどん」というキャラクターに扮し

て授業を進行しており、児童の興味を引いていた。

体育館全面を使ってすごろくを行い、止まったマ

ス目のミッション（体を動かす活動）にグループ

ごとに取り組んだ。 

・ミッションには長さや回数の合計を答えるものも

ある。ミッションをクリアするとポイントをもら

うことができ、そのポイントを表に書いて合計し

ていく。算数の学習と意識せずに、楽しく計算に

取り組める工夫がされていた。 

ウ 子どもの見立て 

・ ６年生を中心に参観していた中学校担任から、「６

年生は下級生の面倒をよく見ており、上級生とし

ての自覚がある」、「『作戦会議をしてもいい？』

と担任に聞き、中心となって作戦を立てるなど、

積極性があり、意欲的に授業に取り組んでいた」、

「中学校入学後も、その良さを伸ばしていきたい」

という話があった。 

エ 評価・振り返り 

・中学校担任から、「グループごとに行っていくの

で、待っている児童が手持ち無沙汰になってしま

う。大きな声で他のグループを応援する様子は見

られたが、待っている間にもできる課題を準備す

るとよいのではないか」という意見があった。 

・小学校担任から、「個別教育計画の作成に当たっ

て、交流級担任と連携することで、様々な視点か

ら支援を検討でき、個に応じた支援につながって

いる。しかし、個に焦点を当て過ぎると、交流学

年の活動に参加する機会が減り、交流級との連携

もうまくいかなくなってしまう」という話があっ

た。 

・協議者間で、「児童の特性に合わせた課題設定を

行う必要があり、日頃から様子を記録し、そこか

ら個々の特性を見立て、適した支援を検討するこ

とが重要である」と確認した。 

・協議者間で、「小学校で児童ができるようになっ

たことと併せて、その児童にとって有効な支援の

方法についても中学校に引き継ぐことで、学びの

連続性につながるのではないか」、「学習内容に

ついても、各教科の系統表などを通して、連続性

の確保ができるとよい」という意見が出された。 

(4) Ｃ中学校における授業実践（７月上旬） 

５校時、「個別課題学習」として、漢字練習や計算

問題、交流級での授業の復習など、一人ひとりに応じ

た課題に取り組んだ。 

６校時、英語科において、「英語すごろくをしよう」

の授業実践を行った。サイコロの目や止まったマス目

に書かれている単語を英語で発音したりするなどの活

動を行った。 

授業後の協議内容は以下のとおりである。 

ア 個別教育計画 

・６月下旬の、小学校における授業実践や授業後の

協議を受け、目標や手立ての見直しが行われてい

た。 

・課題設定には、発達年齢と生活年齢のバランスを

考慮する必要があること、自尊心を考慮し、「で

きるまで取り組ませる」より「達成感を味わわせ

る」ことを通して、自己肯定感を育んでいくこと

などが大切であること、生徒が主体的に取り組め

るような目標や課題の設定が重要であることを共

有した。 

イ 授業づくり 

(ｱ) 個別課題学習 

・課題を終えた生徒が他の生徒に教えたり、手伝っ

たりするなど、自然に学び合う雰囲気があった。 

・５月下旬の授業実践において、活動ルールの明確

化や、授業の目標や内容を視覚的に提示すること

の有効性を確認した。個別課題学習の際にも同様

の環境設定として、全体へ提示するもの、個別に

提示するものをそれぞれ準備できるとよいことを

共有した。 

・「個別課題学習の活動内容や自己評価、担当教員

の評価を記録として残し、教員、生徒ともに学習

内容のつながりを意識できるとよい」という共通

認識を持った。 

(ｲ) 英語科 

・ すごろくの良さをいかし、問題数や難易度の調整、

内容の工夫などがされており、個に応じた目標を

意識して設定されていた。 
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ウ 子どもの見立て 

・協議者から、「特別支援学級の生徒が交流級の授

業に向かう際に、生き生きとしている」、「勉強

する場所はそれぞれ違ってもよいと、生徒同士が

違いを認め合っている」という話があった。 

・生徒Ｄには、個別課題学習の際、爪噛みや指を舐

める行為が頻繁に見られた。これらの行為は、友

だち関係や就労など、今後の生活にも影響してく

ることが考えられるので、協議者間で、「本人に

自覚を促し、自己コントロールできるようにする

とともに、理解しやすい課題設定やメリハリのあ

る授業展開、時間配分などの工夫を行い、手持ち

無沙汰にならないようにする必要がある」という

共通理解がなされた。 

・また、生徒Ｄは、着席時の姿勢保持の難しさがあ

り、体幹が弱いのではないかと推測された。「生

徒Ｄの体力や身体の特性について改めて見立て、

正しい姿勢の維持を目指した活動を個別教育計画

の中に位置付けるとよいのではないか」という意

見が出された。 

エ 評価・振り返り 

・「英語科の授業においては、イラストの活用や日

本語の明記などの工夫をすることで、ねらいの異

なる生徒がともに学ぶことができる活動となるの

ではないか」という意見が出た。 

・生徒同士のトラブルが起こった場面で、担任２人

の迅速な役割分担による対応が行われた。昨年度

の個別教育計画を参考に、日頃から生徒の見立て

がチーム内で一致しており、現状についての情報

共有もなされていた。 

(5) 第２回調査研究協力校打合せ（７月下旬） 

ここまでの取組のまとめと確認をし、今後に向けて 

の意見交換を行った。 

ア 個別教育計画 

(ｱ) まとめ・確認 

・個別教育計画の作成目的や位置付けを確認し、小

学校から中学校へ、学びの連続性を意識して引き

継ぐためのツールである。 

・年度当初に作成する際、最初から完成形を目指す

のではなく、小中学校の担任が相互に授業参観や

情報交換を行いながら見直し、修正した。特に、

生徒Ｄについては、情報共有が充実することで、

より的確に見立てることができ、個に応じた支援

につながった。 

(ｲ) 今後に向けて 

・ 目標設定においては、「楽しむ」、「取り組む」、

「がんばる」というように抽象的な表現になりが

ちである。目標ではなく「付けたい力」と考える

と、具体的な内容が表記しやすくなる。成長の度

合いが分かる客観的な目標がよい。特に、５教科

においては、測定できるねらいを書くと評価もし

やすく、また、保護者にも伝えやすい。今回の研

究を通して、小中学校の９年間を見通した「付け

たい力」の共通理解を深めることが、より学びの

連続性につながる。 

・ 個別教育計画における各教科の目標が設定される

と、目標を達成するための支援の手立てが明確に

なる。そこで、課題解決のための具体的な支援方

法を明記することで、よりよい支援につながる。 

イ 授業づくり 

(ｱ) まとめ・確認 

・小学校では、学校全体で特別支援学級の児童が参

加できるような授業づくりをしている。交流級で

特別支援学級の児童が学ぶことは、貴重なコミュ

ニケーション能力の向上の場となっている。 

・中学校では、特別支援学級担任それぞれに役割が

あり、お互いに補い、高め合う関係が築けていた。

特別支援学級以外の教員も協力的で、多くの教員

が日頃から支援に参加している。年度当初、教科

担任制のため、有効な手立てが教科担当にうまく

伝わらないのではないかといった疑問があったが、

事前に発達段階や「付けたい力」を確認すること

によって、教科を越えて支援の方向性を統一する

ことができた。同時に、特別支援学級の生徒にと

っては、様々な教員と関わることで、コミュニケ

ーションスキルの向上にもつながった。 

(ｲ) 今後に向けて 

・ 子どもたちの学びを連続させていくためには、

日々の授業を充実させることが不可欠である。ね

らいを明確にし、どんな活動を行い、どう評価す

るのかが大切であり、そのための手立ての検討が

重要である。 

・授業づくりにおいて、児童・生徒同士の学び合い

も意図的にねらいを持って設定できるとよい。 

・児童・生徒が見通しの持てる、構造化された授業

を行えるとよい。 

ウ 子どもの見立て 

(ｱ) まとめ・確認 

・日頃から児童・生徒の実態把握に努め、見立てを

行い、そこから得られた指導の手立てを個別教育

計画に盛り込み、授業に活用する。 

(ｲ) 今後に向けて 

・交流級の担任、介助員なども含めて、多くの目で

日常的に観察を行い、定期的に情報交換を行いな

がら、見立ての修正を行っていく必要がある。 

エ 評価・振り返り 

(ｱ) まとめ・確認 

・調査研究協力校打合せや、３回の授業実践と相互

の授業参観、その後の協議など、担任が継続的に

顔を合わせる機会を持つことは、授業づくりや、
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児童・生徒の見立てを振り返り、今後にいかすた

めに大変役立った。 

・連絡ノートを活用し、保護者へも意見を求めるこ

とで、評価・振り返りにつながっている。 

(ｲ) 今後に向けて 

・児童・生徒が交流級から戻ってきた後に、「今日

は何の学習をしたか」、「何が分かったか」、「何

ができるようになったか」など、振り返りができ

ると、学習がより定着し、次の授業にいかすこと

ができる。その際、交流級の担任や介助員からの

情報も有効である。 

(6) Ｃ中学校における授業実践（11月上旬） 

美術科において、「紙で折る（紙風船）・手と体を

使って突く・動きを表現しよう」の授業実践を行った。

美術科に体育的活動を組み込んだ、合科的な指導であ

る。紙風船を制作し、それを頭や膝に乗せてバランス

を取ったり、手で突いたりする。その後、紙風船の動

きをパラパラ漫画で表現した。    

授業後の協議内容は以下のとおりである。 

ア 個別教育計画 

・夏季休業中に、１学期の生徒の様子や小学校担任

との情報交換を基に、２学期に向けて見直しを行

っていた。 

イ 授業づくり 

・個の活動と集団での活動を組み合わせたり、活動

によって場所を変えたりするなど、広がりのある

展開で、生徒の興味・関心を持続させる構成にな

っていた。 

・生徒が見通しを持つことができるよう、活動の順

序を提示した。また、意欲を高める言葉掛けや働

きかけが多くあった。 

・特別支援学級としての学習のルールが定着してお

り、教員が話し出すと自然と注目することができ

ていた。 

・「生徒から『何が原因でうまくいかないのか』、

『こうするとどうだろうか』などの疑問から話し

合い活動につながると、より深い学びとなる」と

いう意見が出た。 

ウ 子どもの見立て 

・生徒Ｄは、好きなことには熱心に取り組むが、器

用でないために時間がかかることを、小学校から

中学校への引継の際に確認していた。紙風船の制

作に関しても、きちんと角をそろえることに固執

し、完成するまでに時間がかかっていたが、近く

に担任がいれば、援助を求められるようになって

いた。小学校担任は、「成長を感じる一方で、小

学校で見せていた積極性が見られず、まだ自分を

出せていない」と語った。 

・紙風船を頭に乗せてバランスを取る活動において

生徒Ｄは紙風船から手を放すことができなかった。

小学校担任から、「紙風船が見えないことで、手

を放すことに不安があるのではないか」という指

摘があり、生徒Ｄの見立てに新たな視点が加わっ

た。さらに、「鏡を見ながら行ってはどうか」な

ど、活動内容への提案もなされた。 

エ 評価・振り返り 

・ 中学校担任からは、「１時間で行うには内容が多

く、深まらなかった」という反省があった。「学

習内容の更なる定着のためには、時間にゆとりの

ある授業計画が必要である」という意見が出た。 

・完成したパラパラ漫画を実物投影機で映し出し、

鑑賞を行った際、生徒から感嘆の声が上がるなど

お互いの作品の良さを認め合う場面があった。小

学校の担任から、「鑑賞の方法がとても良かった」

という意見が出た。 

(7) Ｂ小学校における授業実践（12月上旬） 

国語科において、「お店のポスターを作ろう」の授

業実践を行った。Ｃ中学校区のクリスマス交流会に向

けて、会場づくりの一環としてポスターを制作した。

ポスターを制作する過程に、児童が苦手としている拗

音・促音などを書く学習を取り入れた。 

授業後の協議内容は以下のとおりである。 

ア 個別教育計画 

・小学校担任から、「個別教育計画を基に指導案を

作成したが、個別の目標とリンクさせるのが難し

かった」との感想があった。児童の実態は変化し

ていくので、児童の実態に合わせて、個別教育計

画を変更した。 

・中学校担任から、「個別教育計画を作成する上で

１つの教科だけで個人のスキルの向上を図るので

はなく、他の教科とも関連させて考える必要があ

るが、難しい」という感想があった。 

イ 授業づくり 

・６月の授業実践同様、担任がサンタクロースの衣

装を着たキャラクターに扮して進行を行うことで、

児童の興味を引き、行事への期待感を高める工夫

がなされた。 

・中学校でもクリスマス交流会のポスターを制作し

ており、当日、お互いに作品を見合うことによっ

て、学習意欲が高まることが期待できる。 

ウ 子どもの見立て 

・来年度、Ｃ中学校に進学する児童を中心に、小中

学校の担任が子どもの認知特性を共有することで、

子どもの理解を深めることができた。 

・その他の児童に関しても、「指導案に子どもを合

わせるのではなく、子どものペースやつぶやきを

大切にして、実態把握を行い、見立てていくこと

が重要である」という意見が出た。 

エ 評価・振り返り 

・小学校担任から、「クリスマス交流会での、他校
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の児童・生徒との交流は、友だちの輪を広げるよ

い機会である。中学生との交流は、高学年の児童

にとって、中学生になった自分をイメージするこ

とができ、進学への期待を膨らませる貴重な機会

である。今後も行事を題材とした授業を行うこと

によって楽しさを味わいながら、個に応じた課題

に取り組めるような内容を考えていきたい」とい

う話があった。 

 

研究のまとめ 

 

本研究では、小中学校の特別支援学級担任が継続的

に顔を合わせる機会を持ち、授業を参観し合う中で、

一人ひとりの子どもの学びの連続性を意識した指導の

充実について検討を重ねてきた。学びの連続性の視点

から、次の４点について成果と課題をまとめた。 

 

１ 成果 

(1) 個別教育計画 

Ａ市が作成したハンドブックでは、個別教育計画の

書式や作成手順、記入例については書かれているが、

指定の書式例はない。小中学校の特別支援学級担任が、

それぞれの個別教育計画について意見交換をする中で、

書式や書き方の違いが明確になり、より記入しやすく

活用しやすい個別教育計画の在り方を模索する必要性

について確認できた。個別教育計画の見直しを行う際、

小中学校それぞれの作成方法や内容を知ることが、自

校の内容を振り返る機会となったことから、担任も他

校とのネットワーク構築の重要性を実感することとな

った。 

Ｂ小学校からＣ中学校への引継に個別教育計画を活

用したことについて、中学校の特別支援学級担任から、

「口頭による情報共有に加え、個別教育計画があった

ことで、中学校での指導に役立った」という気付きが

述べられた。また、「小学校で積み重ねた力を中学校

で十分に発揮するためには、どのような言葉掛けが生

徒の意欲を引き出すのか、どのような学習環境が必要

か、などの具体的な支援策を個別教育計画に盛り込む

必要がある」と述べられた。 

中学校へは複数の小学校から進学してくる場合が多

いことから、協議の中で、市内の小中学校で個別教育

計画の基本的な書式を作成し、学校の実情に合わせて

柔軟に変更した個別教育計画を活用しながら、小中学

校の特別支援学級担任が、同じ視点で支援をつなぐこ

とが、更なる学びの連続性に有効であると共通認識を

持った。さらに、個別教育計画を作成する際、「児童・

生徒一人ひとりの実態や教育的ニーズを、特別支援学

級に関わる全ての教員などがチームとして的確に把握

し、それまでの取組や有効な支援の方法が明記される

とよい」という認識を、協議者間で共有した。教科に

よって担当教員が異なる場合や交流級においても、児

童・生徒に関わる教員などがチームとして児童・生徒

の実態把握を行い、見立てをし、共通理解を持って指

導や支援を行う必要がある。そのためにも個別教育計

画は支援をつなぐ有効なツールとなる。 

年度当初に、できるだけ早く児童・生徒の実態を把

握し、見立てを行い、教員同士が共通理解を持って指

導や支援を行うためには、個別教育計画を活用して話

し合いながら引継を行い、これまでの学習状況を把握

し、次の段階の学びにつなげていくことが大切である。

特に、中学校の担任は、小学校の最終学年で作成され

た個別教育計画を参考にすることによって、より早い

時期に生徒の実態を把握し、見立てを行い、教育的ニ

ーズを明確にして、個別教育計画の作成や生徒の指導

に役立てることが容易になる。 

(2) 授業づくり 

 Ｂ小学校では、「学習で扱ったプリントなどを、卒

業時に保護者に返却しており、学習の定着度などを中

学校の担任に具体的に説明することが難しい」とのこ

とであった。しかし、前述のとおり、個別教育計画を

活用して引継を行い相互に授業参観を行う中で、複数

の視点から助言し合うことによって、より多面的に児

童・生徒の見立てを行うことができたように、具体的

な実態や教育的ニーズの把握は、個に応じた指導や支

援にいかされ、授業づくりにつながることが共通認識

された。 

 本研究では、小中学校で、学びの連続性を意識し、

共通認識を持って授業を展開した。その一例を第２表

に示す。 

第２表 共通認識の一例 

体育 

体力をつけ、柔軟な体をつくり、学習

や生活全般に必要な、認知・情緒・社

会性などの諸機能の向上を図る 

図工・美術 

新聞紙や広告用紙などの身近な素材を

活用したり、生活に密着した活用でき

る作品を制作したりすることによっ

て、より楽しさを味わわせる 

言葉掛け 

言葉を選び、タイミングを考え、より

効果的な言葉掛けを行うことで、児

童・生徒の意欲を引き出す 

さらに、授業後の協議の中で助言し合うことによっ

て、その内容が次の授業にいかされていた。校種の垣

根を越えて、チームで授業を作っていくことで、率直

に意見が言い合える関係が構築され、授業改善につな

がった。中学校担任にとっては、小学校時の様子を知

る小学校担任の助言や意見を取り入れることによって、

個に応じた授業づくりにつながった。小学校担任にと

っては、子どもにどのような力を身に付けさせて中学

校へ送り出せばよいのかが理解でき、授業に取り入れ
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ていくべき内容の参考となった。それを基に、小学校

段階では中学校での学びを想定した授業づくりをした

り、中学校段階ではこれまでの学びの積み重ねを意識

しながら学習内容を設定したりすることで、９年間の

学びの系統性を意識し、学びの連続性を保障すること

につながると考える。 

相互の授業参観を通して、授業内容だけでなく、授

業の充実につながる施設・設備の活用の仕方、掲示物

などの環境整備面、支援の手立てについても確認し合

う機会となった。 

(3) 子どもの見立て 

小学校から中学校への引継の際、個別教育計画を基

に情報交換を行うことが有効であることは実感できた

が、中学校担任は、一人ひとりの実態や教育的ニーズ

を、実際に生徒と関わる中で把握したいという考えが

あることを改めて感じた。小学校と中学校では、「担

任やクラスメイトが変わる」、「制服がある」、「教

科によって担当教員が変わる」、「１日の授業時間数

が多い」、「去年は最上級生だったが、今年は最下級

生である」など、環境が明らかに違う点が多く、小学

校で培ってきた力を中学校入学直後から十分に発揮す

ることが難しい場合もある。中学校担任からは、「生

徒を丁寧に見立てたい」という思いから、「生徒の実

態把握に約２ヶ月かかった」との話があったが、早期

に生徒の見立てを行い、年度当初からの指導にいかす

ためにも、個別教育計画は有効であることがわかった。

 授業実践においては、今年度Ｂ小学校からＣ中学校

に入学した生徒Ｄに注目して参観を行い、研究協議を

行った。授業中に、生徒Ｄの積極性が見られない場面

があり、協議の中では、生徒Ｄの積極性を引き出すた

めの手立てが話題になった。Ｂ小学校担任からは、小

学校での取組や支援の経過が伝えられるとともに、「手

伝ってくれるのを待ってしまうところがある」という

見立てから、「生徒Ｄが自ら取り組むまでもう少し待

つと、力を引き出すことができる」とのアドバイスが

あった。中学校担任にとっては、想起し得なかった視

点での見立てを知ることができ、その後の支援につな

がった。さらに、今回の研究では、相互に授業参観を

行う中で、子どもの見立てについても、その都度複数

の視点から助言し合うことにより、専門性を高めるこ

とができた。 

(4) 評価・振り返り 

 授業後の協議の中で、「短期、長期それぞれの目標

が適切であったか」などの個別教育計画の内容に対す

る評価、「児童・生徒の見立てや支援、指導が適切で

あったか」などの指導方法に対する評価を行った。そ

れを基に個別教育計画や授業の改善がなされた。小中

学校担任それぞれの視点からの評価を参考にし、意見

を取り入れることによって、子どもの見立てについて

確認でき、より児童・生徒の実態に即した個別教育計

画の作成と、授業づくりに役立てることができた。 

 

２ 課題 

(1) 個別教育計画 

「子どもが自立するためには、どのような力を身に

付けさせればよいか」を考え、児童・生徒一人ひとり

の教育的ニーズに基づく目標を明確化して、個に応じ

た指導を具体的に示していくことが大切である。また、

発達段階表などを活用して、個別教育計画を作成する

ための時間的な負担を軽減していくことも、指導の充

実につながっていくと考える。 

今後も、個別教育計画に基づいた指導計画、授業展

開、指導の具体については、引き続き検証していく必

要がある。 

(2) 授業づくり 

本研究における授業実践は、小学校と中学校の学び

の連続性を意識して展開したが、特定の教科や単元に

とどまってしまった。今後は小中学校の９年間を見通

した教育課程全般で、教科ごとの系統性をより意識し

ながら授業づくりを行う必要がある。 

(3) 子どもの見立て 

小学校と中学校との連携が深まれば、年度替わりの

引継だけでなく、年間を通じた連携が可能となる。例

えば、入学して２ヶ月後の６月頃に小学校担任が中学

校の授業参観を行い、補足の情報を伝え、11月頃に中

学校担任が小学校の授業参観を行い、次年度入学する

生徒のイメージを持つなどの連携により、学びを連続

させる意識を高めることができると考える。 

(4) 評価・振り返り 

研究を通して、評価の在り方や方法などについて協

議がなされ、個別教育計画や授業の改善がなされたが、

「児童・生徒に身に付けさせたい力が育成されたか」

という検証は不十分であった。評価は担任や授業者だ

けで行うのではなく、児童・生徒に関わる全ての職員

から、交流級での様子なども含めて話を聞くなど、丁

寧に情報を収集し、チームで検討する必要がある。ま

た、ＰＤＣＡサイクルによる見直しを行いながら、そ

れぞれの児童・生徒の目標実現に向けて、担当する教

員が一丸となって共通理解をもって支援・指導を行う

ことが大切である。さらに、評価規準を明確にし、適

切に評価を行う必要がある。 

切れ目なく評価や見直しを繰り返し、実践を重ね、

継続して支援や指導を行っていくことで、子どもに身

に付けさせたい力が育成される。更に教員の指導力や

専門性が向上し、学びの連続性につながっていくと考

える。 

 

３ 考察 

今回は中学校１校と、その中学校区の小学校１校に

よる調査研究であったが、小中学校での学びの連続性
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を実現するためには、中学校区全体でのネットワーク

の構築が必要である。ネットワークが構築され、個別

教育計画の運用と併せて、年間計画に盛り込むことが

できると、小学校から中学校へのより確かな学びの連

続性が実現できる。 

 前述のように、小学校から中学校への進学は、環境

の変化が大きく、児童・生徒は不安を抱きやすい。個

別教育計画や「個別の支援計画（支援シート）」など

による文書での引継や、情報交換などの場の設定だけ

でなく、日頃から小中学校間の交流及び共同学習の機

会を多くすることも、子どもたちの不安を取り除く一

助となるであろう。また、実際の授業や活動の体験を

行うことによって、小学生は中学校生活をイメージし

やすくなり、中学生は小学生を教えることで、自信を

持つこともできる。このような機会を設定することが

できれば、中学校の担任も、実際に小学生の様子を見

ることができ、入学してくる生徒をよりイメージしや

すいであろう。 

 「個別の支援計画（支援シート）」については、神

奈川県教育委員会が作成し、参考として提示している

が、個別教育計画の作成に関しては、各学校や市町村

単位での検討が進められている。特別支援学校のセン

ター的機能の活用や、市町村教育委員会との協力によ

り、小中学校の特別支援学級担任が活用しやすい個別

教育計画を作成していく必要がある。個別教育計画は

作成することが目的ではなく、活用していくことが重

要である。 

 本研究が、共生社会の実現に向けたインクルーシブ

教育システムの構築に向けて、特別支援学級担任に限

らず、全ての教員が支援教育に携わっていくという意

識を高めて行くことの一助となれば幸いである。 

 

おわりに 

 

本研究では、個別教育計画の活用を通して、小中学

校の特別支援学級における学びの連続性を意識した授

業実践を行ってきた。センターでは、今回、調査研究

協力校の取組や学校現場の状況から見えてきたものを

まとめ、研修や相談などにいかしながら、各学校に向

けて発信していくことも重要であると考える。 

 小中学校の学びの連続性を実現するためには、９年

間の発達や学びを確保する観点から、小中学校間の連

携や交流を日常的な取組とすることが重要である。し

かし、教育環境は地域によって異なり、同じ市町村内

でも、中学校区内の小学校数が違うなど、他校の実践

をそのまま活用することが難しい場合もある。本研究

での取組を参考にし、各学校において個別教育計画を

活用しながら創意工夫し、よりよい授業実践が積み重

ねられ、ネットワークを活用しながら学びの連続性が

確保されることを期待している。 

 本研究を進めるにあたり、調査研究協力校の学校長

はじめ先生方、市教育委員会の皆様、ご助言いただい

た国立特別支援教育総合研究所横尾俊先生に心から御

礼申し上げたい。 

 

［調査研究協力校］ 

海老名市立東柏ケ谷小学校 

海老名市立柏ケ谷中学校 

 

［助言者］ 

 国立特別支援教育総合研究所 横尾 俊 
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的確な実態把握に基づく指導・支援の在り方に 

関する研究〔最終報告〕 
－ 学校でのアセスメントの効果的な活用方法の検討を通して － 

 

横 澤 美 保１     及 川 祐 有 子１     

 昨年度の研究において、実態把握の結果とそこから得られた支援の手立てを授業に活用する上では、結果

を授業につなげるための具体的な方法の例示等が必要であり、個々の生徒への支援を授業間・教員間でつな

げる役割が重要であることが示唆された。今年度はそれらの課題を解決するために、研究成果物ＤＶＤを作

成し、調査研究協力校での視聴と授業観察等を通して、実態把握に基づく指導・支援の在り方を考察した。 

 
はじめに 

 

 特別支援教育においては、障害のある子どもについ

て深い理解に基づいた実践が求められており、そのた

めには児童・生徒の的確な実態把握が指導の前提とな

る。特別支援教育の理念と基本的な考え方について、

文部科学省初等中等教育局長による通知(平成 19年４

月１日)では、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立

ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は

克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの

である」と示されている。このように、特別支援学校

において、「児童・生徒の実態把握」と「的確な実態

把握に基づいた指導及び必要な支援」が重要であり、

児童・生徒のアセスメントは、支援者としての基本で

あり、最初の仕事になると考えられる。また、アセス

メントとは、「支援を必要としている子供の状態像を

理解するため、様々な角度から子供に関する情報を収

集し、その結果を総合的に整理・解釈していく過程」(国

立特別支援教育総合研究所 2015)と示されている。さ

らに、特別支援教育におけるアセスメントとは、子ど

もの現在の状態像や障害特性の情報収集を行うだけで

はなく、より深く、的確に理解し、効果的な支援への

指針をつかみ、子どもの現在の学びと将来の自立と社

会参加につなげるところまで含んでいると考えられる。

つまり、アセスメントとは、実態把握を包括した言葉

であると考えられる。対象とするその子どもが、今ま

で「どんな経験」をし、「どんなことが得意」で、そ

の経験の中で「どんなことができるようになり、どん

なことに失敗」し、そのことは「どんな手立てがある

とできるようになる」と考えられるのか、そのために

は「どのようなことが必要」で、「何が芽生えている」

のか、「何を目標に、どの段階まで」きているのかを

行動観察し、見立てることである。 

神奈川県では、学習指導要領において「個別の指導

計画」の作成が義務付けられる以前から、「個別教育

計画」として子どもたち一人ひとりの障害の状態や発

達段階等の的確な実態把握に基づき、教育的ニーズに

応じた指導目標及び指導内容を設定し、継続的、発展

的な指導を一貫して行うための計画を作成してきた。

個別教育計画では、特別支援学校に在籍する全ての子

どもたち一人ひとりに、学校生活や学習における目標、

手立て等を具体的に示している。個別教育計画におけ

る実態把握とは、行動観察による子どもの今の姿や今

までの記録、医療や福祉の情報、保護者からの情報、

客観的な検査結果の数値等が含まれていると考えられ、

学校では、教員による日常的な行動観察をアセスメン

トの中心とし、個別の目標と支援の手立てを設定して

いる。 

総合教育センター特別支援教育推進課では、個別教

育計画作成や実態把握、授業づくりや指導の手立ての

支援のため、神奈川県内の特別支援学校等に在籍する

高等部生徒を対象に、学校の依頼を受け、生徒の作業・

認知・行動等の特性について諸検査でアセスメントを

行い、その結果から支援方法等を検討し、情報提供を

行っている。アセスメント事業は四つの形式で構成さ

れており、そのうちの一つである「学校アセスメント」

は学校を会場とし、総合教育センターから検査道具を

貸し出し、教員が主体となって全体教示や記録、検査

結果報告会の運営までを行うアセスメントである。所

員は学校を訪問し、教員と共にケースとして抽出され

た生徒を中心に生徒の様子を観察し、検査結果報告会

では、検査での様子を基に見立てた結果を報告する。

教員が主体的に運営を行うことと、生徒の学習場面で

ある学校で実施することから、学校アセスメントは日

常の学習場面とアセスメントの結果を関連付け、学

年・学部の教員と自立活動教諭や進路支援担当教員等

も含め、多くの教員と生徒の特性と支援の手立てにつ

いて、情報共有できるアセスメントである。 1 特別支援教育推進課 指導担当主事 
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しかし、アセスメント実施後の結果の活用と授業や

指導の充実について、澤田らは「アセスメント場面と

学校生活の関連化」や、指導にかかわる関係者のチー

ムアプローチや指導における「計画・実施・評価・改

善」の一連のプロセスでの情報の効果的な活用につい

て課題が見られると指摘している(澤田他 2011)。また

窪田らは「的確な実態把握に基づいた指導計画の作成

が必要」であると述べた上で、「個別教育計画で作成

した指導目標と授業の目標が関連付いていない」と指

摘している(窪田他 2016)。 

以上のことから、昨年度は研究の１年目として、実

態把握における現状と課題の調査を行い、調査を基に、

調査研究協力校において授業づくりに参加し、実態把

握から得られた結果を授業に活用する手立てを探るた

めの検証を行った。 

教員からは、アセスメントの結果を具体的に授業に

どのようにつなげていけばよいか分からない等の意見

が挙げられた。実態把握は指導・支援のために行うも

のではあるが、アセスメントの結果の活用に関する課

題が多く挙げられていることから、以上の課題を解決

するため、本研究の目的を次のように設定した。 

 

研究の目的 

 

特別支援学校における実態把握に関する現状を明ら

かにするとともに、アセスメントの効果的な活用方法

の検討を通して、実態把握から得られた結果を日々の

指導に活用するための手立てを検証し、各学校の的確

な実態把握に基づく指導の充実に役立てる。    

                     

研究の内容 

 

１ 研究の推進体制 

 本研究の推進体制は次のとおりである(第１表)。 

第１表 研究の推進体制 

助言者 保健福祉大学 笹田哲教授 

調査研究

協力校 

高津養護学校(知) 

相模原中央支援学校(知・肢・視・聴) 

※( )内は設置されている教育部門 

対象学年は知的障害教育部門高等部１年 

調査研究

協力員 

調査研究協力校総括教諭または教諭各１名 

特別支援教育課指導主事１名 

調査研究

協力員会 

助言者、調査研究協力員、当センター所員、

長期研究員が参加し、平成 28・29年度内に

計６回開催し、研究の進捗状況確認と情報

交換を行った。 

 

２ 研究の計画 

 本研究は平成28年度・29年度の２年計画で行った。

平成 28年度は、県立特別支援学校知的障害教育部門高

等部を対象に実態把握の現状と課題、活用に関する課

題について調査した。学校アセスメントの実施後に各

学校の運営状況と報告会等について記録し、アセスメ

ントに関する課題を調査した。以上の調査結果を基に

仮説を３点立て、調査研究協力校において仮説の検証

を行った。調査研究協力校では、学校アセスメントの

計画―実施―評価―アフターフォロー(授業実践への

参加)を通して、アセスメントを活用した授業実践のた

めの方法を検討した。 

 平成 29年度は、28年度の研究を基に作成した「実

態把握に基づいた指導・支援のための授業実践の手引

き(試作版ＤＶＤ・研究成果物)」(以下「研究成果物Ｄ

ＶＤ」という)を活用した研修を実施し、適切な実態把

握の一連の流れ【実態把握の方法の理解―実施―結果

の記録―評価(適切な見立て)―授業への活用】につい

て理解を深めるとともに、学校アセスメントの有効性

について調査することとした。さらに、調査研究協力

校において、授業づくりへの参加と助言を通し、研究

成果物ＤＶＤ改訂のための意見の集約を計画した。 

 

３ 昨年度の成果と課題 

１年目の研究の課題として、実態把握から得られた

結果を具体的に指導につなげる方法が分からないこと

や教員間の共通理解の困難さといった要因により、授

業場面で活用することが難しいとの意見が多く挙げら

れた。 

そこで、調査研究協力校において授業への働き掛け

を行うことで、授業に活用する上での改善が見られた

ことから、授業での活用例や具体的な手立てを考える

ためのきっかけを提示することが有効であるとの成果

が得られた。また、ティーム・ティーチングでの授業

が多い特別支援学校では、「つなぐ」役割の教員が、

教員間や授業間(人・場所・時間)をつなぐことが重要

であることが示唆された。 

 

４ 今年度の取組 

(1) 県立特別支援学校でのアセスメントに関する調査 

 学校アセスメントの活用状況と課題解決のための方

策について、以下の内容で調査を行った。調査紙は学

校アセスメントを利用した学校と利用していない学校

に分けて作成した(第２表)。 

第２表 調査の概要 

対象 県立特別支援学校のうち、知的障害教育部門

高等部 25校と 20分教室 合計 45か所 

方法 知的障害教育部門高等部の教員を対象にした

聞き取りまたは質問紙調査 

回答者 特別支援学校アセスメント担当教員研修講座

の受講者 

実施期間 平成 29年６月～８月 
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回収率 95.56％(未回収２校) 

学校アセスメントを利用した学校 

(本校 16校、７分教室、合計 23か所) 

調査項目 学校アセスメントの活用と課題 

①学校アセスメントを利用した理由について７項目（第３

表の６項目とその他）から優先順位の高い順に三つを選

択して回答 

②学校アセスメントは上記のニーズに役立ったかを５件法

（大いに役に立った～全く役に立たなかった）で回答 

③役立った理由（授業にいかせること）、役立たなかった

理由について自由記述で回答 

学校アセスメントを利用していない学校 

(本校９校、13分教室、合計 22か所) 

調査項目 校内でのアセスメントの活用と課題 

①学校アセスメントを利用しない理由について３項目から

選択して回答 

②学校で活用しているアセスメントツールを記述で回答 

③上記のアセスメントツールで得られた結果の活用につい

て７項目から優先順位の高い順に三つを選択して回答 

④上記の結果から得られた情報の活用について自由記述で

回答 

⑤課題解決のための方策について自由記述で回答 

学校アセスメントを利用した理由について(第３表)、

学校アセスメントは学校のニーズに対して役立ったか

(役立ち度)について結果を示す(第１図)。 

第３表 学校アセスメントを利用した理由 

 第一 第二 第三 計 

個別教育計画への活用 ０ １ ４ ５ 

授業計画・内容への参考 ０ ０ ４ ４ 

実態把握のため 10 ６ ０ 16 

指導や支援の手立てのため ８ 10 １ 19 

教員間の共通理解のため ０ ２ ６ ８ 

例年活用しているから １ ０ ２ ３ 

 

学校アセスメントを利用した理由としては「指導や

支援の手立てのため」と「実態把握のため」が上位回

答として挙げられた。学校アセスメントを利用した学

校において 80％の学校で「大いに役に立った」「少し

役に立った」と回答しているように、利用したことへ

の評価は高いと考えられる。「実態把握のため」に利

用した内容を授業にいかすことについては、昨年度の

研究結果においても、具体的にどのように授業につな

げていけばよいか分からないとの意見があった。そこ

で、「授業や指導にいかせること」とそのことにより

「生徒や指導に見られた変化」について自由記述で回

答を求めた。記述内容については抜粋で示す(第４表)。 

第４表 授業にいかせることと見られた変化 

授業にいかせること 見られた変化 

・教員への注目や集中が

難しい生徒の実態が詳

細に把握できた。 

・名前を呼び掛けてから説明

をすると、注目できるよう

になった。 

・音声情報や視覚情報の

理解の量について具体

的に把握できた。 

・指示は短く出し、板書やプ

リントの内容も簡潔にし

た。生徒が自分で確認して

進められるようになった。 

・姿勢や見え方について

考え直す機会になっ

た。 

・姿勢への指導を行ってから

学習に取り組むことで集中

できる時間が伸びた。 

・生徒が分かったと言っ

ても、正確な理解につ

ながっていないことが

分かった。 

・何を行うのかを生徒が説明

する場面を設けた。理解が

深まり、活動への取組が良

くなった。 

・生徒がどこに困難さを

感じて、どのような支

援があるとできるよう

になるか考える道筋が

明確になった。 

・指示が正確に伝わることで、

生徒ができない、失敗した

と感じることが少なくなっ

たと思う。 

・課題面にばかり注目し

ていたことに気付い

た。得意なところをよ

く見ていこうと思っ

た。 

・生徒にできているところや

頑張っているところを文字

や言葉で伝えることで自信

につながり、課題点を指摘

されても受け入れられるよ

うになった。 

・ケース会では担任間で

実態を共有することが

できた。 

・サブ教員が全体の授業進行

を援助する体制に変更する

ことで、生徒が自分ででき

ることが増えた。 

学校アセスメントを利用しなかった理由について 

（第５表)、校内でのアセスメント結果の活用方法につ

いて示す(第６表)。 

第５表 学校アセスメントを利用しなかった理由 

 第一 第二 第三 計 

校内のアセスメントで十分 ５ ６ 11 22 

日程の確保が難しいから 11 11 １ 23 

例年利用していないから ７ ５ ６ 18 

学校アセスメントを利用していない学校の校内アセ

スメントの状況については、太田のステージ評価等の

アセスメントツールを活用している学校が10か所であ

り、さらに、「教員による行動観察」「授業や学習プ

第１図 ニーズに対する役立ち度 
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リントでの評価」「引継ぎ資料や入学選抜の結果」な

ども利用していることが分かった。また、学校アセス

メントを利用していない学校22か所のうち、アセスメ

ントで得られた結果を授業につなげる上での課題と課

題解決のための方策について自由記述があった学校は

18か所で、うち13か所で「共通理解」「情報共有」と

いう記述が見られた。解決方法としては「こまめに話

し合う」「下校後の日常的な話し合い」などが多く見

られた。 

第６表 校内でのアセスメント結果の活用について 

 第一 第二 第三 計 

個別教育計画への活用 ５ ２ ４ 11 

授業計画・内容への参考 １ ０ ２ ３ 

実態把握のため 10 ５ １ 16 

指導や支援の手立てのため ４ ９ ５ 18 

教員間の共通理解のため ０ ４ ８ 12 

 (2) 調査研究協力校での取組 

調査研究協力校２校において、学校アセスメントと

その後の授業実践への参加を通して、アセスメント結

果を活用した授業実践の方法を検討する。調査研究協

力校での取組の概要について示す(第７表)。 

第７表 調査研究協力校での取組の概要 

調査研究協力校両校５名ずつの対象生徒について、

「実態把握から授業までの流れシート」(以下、「流れ

シート」という)の様式を調査研究協力員に提示し、個

別教育計画と対象授業の年間計画を参照して所員が記

入した。授業を観察し、流れシートを基に、的確な実

態把握に基づいた授業づくりを行っているのか、どの

段階での困難さが見られるのか検証した。流れシート

の作成については、昨年度の研究において、肯定的な

評価も見られたが、負担に感じる教員もいたことや、

教員によって記入内容に違いが多く、実態と目標、授

業までの整合性が見られない記入もあったため、平成2

8年度の様式を変更した。変更に当たっては、海津他の

研究を参考にした。海津・佐藤は、個別の指導計画作

成において、内容分析を行った結果「『実態』と『目

標』との間で一貫性(つながり)がみられないという問

題点があった」と指摘し、「当初、『実態』としてい

たところを、『目標設定の理由』と変更し、子どもの

『実態』と『目標』につながりをもたせた」と述べて

いる(海津・佐藤 2004)ことから、目標を前段に配置し、

その目標を設定した根拠となる実態を選んで書けるよ

うにした。平成28年度版流れシート(第２図)、平成29

年度版流れシートを示す(第３図)。さらに、Ａ校とＢ

校での取組での事例生徒(Ｃさん・Ｅさん)の平成29年

度版流れシートについて示す(第４図・第５図)。

 

第２図 平成 28年度版流れシート 

第３図 平成 29年度版流れシート 

平成29年度版流れシートについて、調査研究協力校

の教員に聞き取りを行った。１枚のシートで目標と実

態、授業までの流れが分かる点については評価された。

各項目の整合性が取れていないものは見受けられなか

ったが、流れシートの記述が具体的でないものや、目

標に対する評価の記述が曖昧なものが見られた。また、

実際の授業で行われている有効な支援の手立てや学習

内容が流れシートには反映されていないこともあった。

流れシートを基に行ったクラスの担任間での授業の振

り返りでは、生徒の様子から支援の手立ての方法が活

発に話された。 

聞き取りでは、「文字にすることで、明確に表すこ

とができた」「支援を振り返るヒントになった」等の

意見が挙がった。「個別教育計画から授業までの流れ

が整理されていて分かりやすく、振り返りがしやすか

った」「個別教育計画を見返すことができ、大切なポ

イントを押さえられた」「改善にいかすまでに至って 

いないが、流れシートを基にした振り返りの中で共通

理解が図られた」等の意見もあった。担任同士の話し

合いにおいて、生徒の共通理解や授業の評価、個別教

育計画を含めた振り返りのために流れシートが有効で

 訪問時期と内容 

Ａ校 

国語・数学 

６月：学校アセスメント 

７月：授業観察・協議 

９月：授業観察・協議 

11月：授業観察・聞き取り 

Ｂ校 

生活単元 

学習 

７月：学校アセスメント 

９月：授業観察・協議 

10月：授業観察・協議・聞き取り 

11月：授業観察・協議 
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あったと考えられる。 

しかし、聞き取りや協議での内容からは、流れシー

トを活用し、実態把握から授業の評価までを振り返り、 

個別教育計画と授業の整合性を確認し、授業実践に還

元させるまでには至っていないことが推察される。ま

た、目標に対する支援の手立てについては、具体的か

つ個別性のある「何をどのように支援するのか」を記

述し、目標に対する生徒の評価と教員の「支援は有効

であったか」を、振り返ることに課題が見られた。 

ア Ａ校での取組 

 Ａ校では、国語・数学の学習グループから二つを抽

出し、学校アセスメントでのケースとなった生徒を中

心に５名を事例として、生徒の学習への取組の視点（生

徒ごとの目標への到達度や課題の理解度等）で授業観

察を行った。知的障害教育部門高等部１年の生徒は全

32名、４クラス編成である。教員は学年リーダーを含

め 13名であり、昨年度から引き続き知的障害教育部門

高等部に所属している教員は１名のみで、他は転任者

と他学部他部門から今年度高等部の担任になった教員

である。国語・数学は５グループ編成で、対象は二つ

のグループであり、４クラス全ての生徒が含まれてい

るため、教員も各クラス混合である。 

昨年度も国語・数学を対象としており、所員が助言

者として、グループ全体(12名)での授業を中心に参加

し、個別の生徒の実態や特性に対する配慮を行いなが

ら、グループ全体に働き掛けを行った。グループ内の

教員に対して、授業を進めるために授業者間で情報共

有しておく事柄等について周知を図るために、単元ご

とに出されている授業略案を活用した。授業略案には、

授業の流れや教材の提示の仕方、時間配分等が記入さ

れ、個別の手立てについては詳しくは記載されていな

かった。個別の生徒への配慮はサブ教員が担う部分が

大きく、授業略案の留意点にサブ教員が個別に生徒に

どのようにかかわるのかを記載し、実態把握の結果に

基づいた支援の部分を網掛けで示すように変更した。

さらに、授業略案の裏面に、その授業で行った手立て

が生徒にとって有効であったかを３段階(効果があっ

た・どちらともいえない・効果はなかった)で評価し、

授業者全員が授業後に主担当教員に提出し、次回の略

案に結果を提示した。自由記述欄には、授業で気が付

いたことを記載するようにし、評価と自由記述を授業

改善につなげる取組を行った。 

今年度も対象授業は同一であるが、教員１名に対し

て２・３名の生徒で個別の課題を行っている場面を中

心に観察した。個別の内容であるため、その生徒のク

ラス担任が指導しており、学習内容が毎時間変わるこ

とは少なく、２名の生徒が同時に学習に取り組んでい

ても、内容は個別の目標に即したものであった。そこ

で、事例の生徒を担当する教員に、学習内容や教材の

提示の仕方等について、学校アセスメントでの見立て

や個人の特性を踏まえて、個別に評価・助言した(第８

表)。 

第８表 授業観察での気付きと助言・その後の変化 

 観察での気付き・助言 変化や改善点 

Ｃ

さ

ん 

・机と椅子の高さの修正が

必要。 

・斜視の可能性があり、教

材やプリントを提示する

際には一番見やすい位置

の配慮が必要か。 

・書見台は見る範囲を限定

するために有効。 

・周囲の様子を見て何を行

うか判断しており、音声で

の指示が続くと全部を理

解していない可能性があ

る。 

・学習に対する意欲が高

く、姿勢や見え方、指示の

出し方で本人の負担感を

減らすことが必要。 

・夏季休業中に椅子の高

さを修正した。 

・ビーズ通しでは、量を

減らし、色を区別しやす

くした。 

・書見台でプリント学習

に取り組んだ。クリアフ

ァイルで文字をなぞる

ことで、正確ななぞりか

自身で評価ができた。１

枚のプリントでの課題

の提示の量を減らした。 

・教室を変更し、少ない

人数で取り組むように

すると、学習中に周囲に

注意を向けることが少

なくなった。 

Ｄ

さ

ん 

・全体教示では部分的な理

解にとどまる。長い説明は

最後まで聞いていない。 

・名前を呼び掛けると注意

を向けるが最後まで注意

を持続することが難しい。 

・他者への承認を求める行

動が多く、教員の顔を見て

判断している。指示を待つ

のではなく、見て自分で行

う経験を積み重ねるとよ

いか。 

・視覚情報やここまで行

うと「終わり」を分かり

やすく提示すると自分

で取り組めることが増

えた。 

・「分かる」「分からな

い」を聞かれると「分か

りません」と答えられる

ようになった。２学期に

はグループ学習の研究

授業で「分かりません」

と発言できた。 

１学期の学校アセスメントと授業観察での助言内容

に対して、２学期の授業で改善されていることや、そ

のことによる生徒の変化が見られた。 

さらに、Ａ校では授業研究に対して多くの取組を行

っており、授業改善グループの教員がほぼ全ての授業

を観察し、助言を行うことや、初任者研修等で課せら

れた研究授業のほか全ての教員が研究授業を行い、授

業への助言を受けることも行っている。そのため、自

身の授業に対して助言を受ける機会が多く、研究授業

のための授業案を作成することも多いとのことであっ

た。 

イ Ｂ校での取組 

 Ｂ校では、昨年度はＬＨＲを対象とし、今年度は生

活単元学習を対象として、授業を観察した。高等部１

年の生徒は全 31名、４クラス編成である。教員は学年

リーダーを含め 15名である。学校アセスメントでのケ 
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第４図 Ａ校の事例 流れシート 

Ａ校 国・数グループ １年 名前 Ｃ さん

個別教育計画の目標
・手元を見て作業をすることが
できる

【見立て・分析】

・大まかな理解のため、「丁寧に」「正確に」などの指示では理解が不十分なまま行っている。結果的
に指示どおりではなかったときに、口頭指示を重ねて修正を求めても正確な取組は難しい

・指先に力が入らない課題は、練習を重ねるより動きを細分化し、見るポイントを明確にした上で、順
を追って模倣させるとよいか

個別教育計画の目標に関する実態 学校アセスメントでの指摘
・口頭での簡単な指示は理解し、
行動できる

・音声での指示が続くと不快な刺激とし
て受け止める。視覚的な支援が有効

・全体指示では大まかな理解にとどまる

授業観察での気付き

・書見台を抱え込むようにして斜めから文字を書いて
いた。椅子に滑り止めを付けるとよい(７月)

・椅子の滑り止めを継続し、夏季休業中に椅子の高さ
調整を行った

・机の中が雑然としているのと同様に自分の頭の中で
動きや考えをまとめる、整理することが苦手

・書見台を利用して名前を書く課題に取り組む。書見
台は見るべきところ、視野の枠組みが明確で有効で
ある

・クリアファイルに手本の紙を差し込み、なぞり書き
を行う。手本の紙とクリアファイルで結果を振り返
ることができるのはよい

・教員が前ではなく、横に座ることで活動に集中する
ことができていた。活動に意識を向けるための配慮
が本人の負担を減らすことになる(11月)

評価と課題
・周りの人に気が取られやすいため、窓側に向いて学習を
行っている

・計数はプリントで行っていたが、回答の枠内に収まるよう
に書くことが難しかったため、書見台に１問ずつ書いて提
示した。さらに〇を数えるのではなく、磁石を数えるよう
にしたが、指差しが一致しなかったため、数えた磁石を横
に移動させるようにすると正確に数えることができるよう
になった

授業での目標と指導内容 指導上の手立てと配慮

・15分間、集中して作業に取
り組むことができる

・手元を見ることを意識して、
作業をすることができる

・作業目標や時間を具体的に
提示し、見通しを持たせる

・手元を見るよう言葉掛けを
する

Ｂ校 生活単元学習 １年 名前 Ｅ さん

個別教育計画の目標
・周りの様子を見て、授業や活
動に移ることができる

【見立て・分析】
・他者の動きを参考に行動に移すことができるが、全体への音声言語の指示の理解は不十分か
・全体での説明時は、見たり聞いたりするべき箇所で個別に声を掛け、注意を促す必要がある
・個別の音声言語の指示は、理解していることもあるが、行動に移すまで時間を要する

授業での目標と指導内容 指導上の手立てと配慮
・周りの様子を見て、授
業や活動に移すことが
できる

・全体への言葉掛け後の様子を見て、個
別に促す。時には、本人が気付くまで、
全体指示を繰り返すことも行う

評価と課題
・パン生地をこねる作業は、個別に支援を行った後、支援を徐々に
減らしていくと一人で取り組み続けた

・タイマーが鳴っても行動が見られず、言葉掛けや周りの様子を見
て動くまで待つと、自ら片付けを行った

・友だちの様子を見てから活動に取り組むよう順番に配慮すると、
一人で移動してボールを投げて席に戻ることができた

・活動前は友だちの動きに合わせて移動できた。活動後は、本人が
担任に近寄り、視線で援助を要求してきたので、場面の写真を提
示すると、目的の場所に移動できた

授業観察での気付き

・全体指示の内容を個別にジェスチャー、言葉
掛け、モデルの提示など本人の分かりやすい
方法で伝えた後、適時に支援を減らすことは
有効だった

・行動に変化は見られなかったことから、タイ
マーが鳴ったら戻るという理解は難しく、使
用の検討が必要(10月)

・言葉掛けや付添いを減らし、視覚的に活動が
分かるよう順番に配慮することで、自分から
行動する場面が見られた(11月)

個別教育計画の目標に関する実態 学校アセスメントでの指摘
・周りをよく見て、準備を行おう
とする

・自分から友だちにかかわり、や
り取りを楽しむ

・複数のことに注意を払って活動する
ことに難しさがある

・指示は一要素ずつ(手の動きを覚え
た後、足の動き等)の提示が有効だ
と思われる

第５図 Ｂ校の事例 流れシート 
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ースとなった生徒を中心に５名を事例として、生徒の

学習への取組の視点で授業観察を行った。 

 今年度の対象である生活単元学習は、学年全体での

授業内容の説明後、実態別の複数のグループやクラス

ごとに分かれて活動し、その後、再び学年全体で集合

してまとめを行うことが多かった。週に２回授業が設

定され、おおむね一か月ごとに単元の内容が変わり、

授業者も単元ごとに異なった。訪問日には、調査研究

協力員や校内研究係の教員を中心に打合せや情報共有

を行い、放課後には、該当学年の担任団と生徒につい

て話し合う時間を設けた。 

(ｱ) 略案の活用 

生活単元学習のような大きな集団の授業では、授業

者が学年の全生徒の個別教育計画を十分に把握するこ

とは難しく、個々の生徒の実態に応じた目標の設定と

支援・手立てについては、生徒を担当する教員に任せ

られることがある。授業略案には学習活動の概要が書

かれているにとどまり、配慮や手立ての欄には、「個々

に適した支援を行う」等の記述が見られる場合がある。

その生徒を熟知している教員は「個々に適した支援を

行う」ことは可能だが、具体的な支援方法の記述がな

いことにより再現性が低くなり、担当する教員が替わ

ると支援の内容や程度が変わってしまうことが課題で

ある。 

そこで、「誰に」「何のために」「どのような支援」

を行っているかを授業者やサブ教員に明確にする必要

があると考えた。集団を構成する一人ひとりの共通理

解を進めることや、授業者や支援の担当者が替わって

も、その生徒の支援・手立てを引き継ぐことが、授業

の分かりやすさにつながると考えた。そこで、昨年度

の実践やまとめを踏まえ、授業略案にケースの生徒の

個別の支援・手立てを記述することを提案した。具体

的には、以下の手順である。①略案に、支援の手立て、

改善点・工夫点について記入欄を作成する。②ケース

の生徒について、授業の支援の手立ての改善点・工夫

点を挙げ、生徒を担当する教員が具体的に記述する。

③有効だった支援の手立て、他に担任が有効だと考え

た支援の手立てについては次時の授業で取り入れる。

④単元終了後、有効な支援の手立てをまとめ、次の単

元の授業者に引き継ぐ。⑤データに関しては、サーバ

ー上で略案を入れるフォルダを利用する。 

取組の成果として、上記の内容について校内研究係

を中心にして取り組むことで、生徒一人ひとりに応じ

た支援・手立てを考えて実践することやクラス内で共

有することにつながった。10月の授業観察では、「ま

ずはクラスの担任間で生徒の情報を共有できるとよい

と考え、担当する生徒をクラス内の担任で可能な限り

交替している。担任外の教員が他クラスの生徒の情報

を共有するまでには至っていないが、略案に書いて示

すことで意識するきっかけにはなると考える」との意

見や、対象生徒を担当する教員から「支援の手立てに

ついて以前より意識するようになった」「支援する上

で具体的な細かい点まで分かるようになった」という

意見が挙げられた。 

今後の課題としては、個々の生徒に有効な支援の手

立てを、クラス内から学年全体での情報共有と共通理

解につなげていくことや、グループやクラスごとの活

動時だけでなく、導入やまとめの学年全体での活動時

に個々の生徒に応じた必要な支援の手立ての実践が挙

げられる。 

支援の手立ての記述については、「毎回同じ文章に

なる」との意見が挙がった。授業回数が進むにつれて

「何を、どのようにして、どの程度」支援を行うかが

変化し、生徒の習得度によっては、支援が不要になる

ことも考えられる。生徒の観察と振り返りから、支援

の有効性を評価し、段階的な変更や細かい改善がなさ

れる必要がある。次の単元を始める際は、前単元でど

のような支援の手立てが有効だったかを振り返り、次

の単元の内容に即して「何を、どのようにして」支援

するか具体的に記述することも今後の課題である。 

(ｲ) 授業改善 

ケースの生徒を中心に、学年全体やグループに分か

れての活動場面を観察した。個別に評価・助言した内

容について示す(第９表)。 

第９表 授業観察での気付きと助言・その後の変化 

 観察での気付き・助言 変化と改善点 

Ｅ

さ

ん 

・周囲の様子をよく見てい

る。個別の指示は、行動の

表出に時間は掛かるが、理

解している場面も見られ

る。 

⇒他者の動きから状況を判

断して行動に移す。全体へ

の音声言語での説明は十分

に理解しておらず、見たり

聞いたりするべき箇所で個

別に声を掛け、注意を促す

ことで、情報を取り入れや

すくなると推察する。 

・ボールを投げる順番を、

２番目以降にして、前の

友だちの様子を見せるこ

とで、投げる位置に自ら

移動してボールを投げ、

席に戻った。 

・移動時に教員が付き添

わない状況では、友だち

の動きを見て自ら移動し

た。休憩後の移動は、担

任に近寄り、視線で場所

を問うたため、写真で場

面を提示すると、うなず

いて一人で移動した。 

Ｆ

さ

ん 

・口頭での質問に応答する

が、理解は十分ではない。 

・「エプロンとかは取って」

の言語指示で、三角巾とマ

スクを取って机上に置く。 

・塗り絵の活動でしばしば

手が止まる。 

⇒目標時刻までタイマー

の使用で集中を持続する

・文字カード使用等の視

覚的な支援の工夫で、行

う活動が明確に分かり参

加している。 

・手書きの手順書で何を

しているか、次は何をす

るのかが文章等で提示さ

れ、分量や終了が明確に

示されると、段ボールを
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ことは難しい。「どこまで」

「何がゴールか」取り組む

範囲や量、するべきことを

視覚的に示す必要がある。 

切る、パーツへの糊を付

ける等の作業への取組が

良好で、一定時間集中が

持続している。 

成果として、３回の訪問を通して、視覚支援を取り

入れて改善を図ったり、生徒の得意なことや苦手なこ

とを再確認して今後の手立てを考えようとしたりする

教員の姿勢が見られたことが挙げられる。 

授業者からは、授業の振り返り後の音楽の授業で、

具体物の提示に合わせて個別に呼名することや、活動

のスケジュールボードの提示等の改善点を踏まえて授

業をしたところ、自ら次の行動に移ることができた生

徒の姿から、「この方が分かりやすい」と感じたとい

う話が挙がった。 

高等部１年という学年であることから、クラスの複

数の教員の視点から、クラスの生徒についての情報共

有・共通理解を十分に図る段階であることが考えられ

る。そこで、学年で行う大きな集団での生活単元学習

は、単元ごとに担当の教員が替わる際の引き継ぎや打

合せの機会を設定し、生徒ごとに必要な支援の手立て

を引き継ぐことが必要である。 

ウ 研究成果物ＤＶＤについての聞き取り調査 

 調査研究協力校２校の対象学年の教員を対象に、研

究成果物ＤＶＤを視聴した後に、質問紙による調査と

聞き取り調査を行った。研究成果物ＤＶＤはアセスメ

ントについての基本的な内容から児童・生徒を行動観

察するポイントについてプレゼンテーションソフトを

使って講義し、３名の生徒(所員)を事例に実際に行動

観察について演習する構成になっており、全体で 37

分である(第 10表)。行動観察の際に活用するワークシ

ート２枚と研究成果物ＤＶＤを渡した上で、調査研究

協力員と事前に視聴し、説明を行った。 

第 10表 平成 28年度研究成果物ＤＶＤの概要 

 内容  

１ 実態把握とは 講義 

２ 実態把握の結果の読み取り・見立て 動画 

３ 授業での活用 講義 

４ 授業での活用の実際 動画 

５ 活用上の課題と課題解決の方策 講義 

質問紙調査は、両校ともに同一の様式で行い、聞き

取り調査での項目は両校で同一の内容とし、半構造化

面接で行った。５件法で研究成果物ＤＶＤの内容につ

いて回答してもらった。結果について以下に示す(第６

図)。また、聞き取り調査の概要(第 11表)と結果(第 1

2表)について示す。 

さらに、研究成果物ＤＶＤ全体で 37分という長さに

関しては、部分視聴をすることで時間を短縮したいと

いう意見と、３事例だったものを増やしてほしいとい

う意見があった。また、ＤＶＤを一斉に教員が視聴す

ることで教員間の一体感につながったとの意見もあっ

たが、データをダウンロードできるようにし、自由に

都合のよい時間に視聴したいとの意見もあった。 

 
第６図 研究成果物ＤＶＤの内容について 

第 11表 聞き取り調査の概要 

第 12表 聞き取り調査の結果 

項目 Ａ校 Ｂ校 

① 

活用ポ

イント 

一斉指示では指示を聞

いていない、理解して

いないということがア

セスメントを通して分

かった。 

集中して取り組める時

間が分かり、作業量を

調整できた。 

全体指示では活動に

取り組めない生徒へ

の指示を改善した。 

注目の難しさと工夫

について助言され、印

を付けるなどの工夫

につながった。 

② 

事例生

徒 

注目や集中が続かない

生徒 

作業の丁寧さに欠ける

生徒 

手元に注目すること

が難しい生徒 

周囲に意識が向いて

しまう生徒 

③ 

共通理

解の手

立て 

下校時・清掃時での連

絡 

作業等では生徒への評

価として次時へつなげ

る。 

クラスの教員用連絡

ノート 

下校時・清掃時での連

絡 

④ 

成果物

のアイ

デア 

短時間でチャプターご

との視聴 

実態ごとのチャプタ

ーでの視聴 

担当者で同時に見る

ことの良さもあった。 

  

研究のまとめ 

 

１ 調査研究協力校での取組 

 研究の対象学年は昨年度と同様高等部１年とした。

毎年、中学部からの入学者と地域の中学校から特別支

援学校に入学してくる生徒が混在し、１学年 30人程度

の集団で入学当初はどの学校においても実態把握と教

対象人数 ８名＋14名 計 22名 

必要時間 両校平均約 30分 

質問項目 ①アセスメントで得られた結果を授業で活用

するためのポイント 

②取り上げたい事例生徒について、実態と課

題、ニーズ 

③共通理解のための工夫 

④研究成果物ＤＶＤについてのアイデア 
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員と生徒の関係づくりが中心になる。生徒の実態の違

いによる学年集団の違いだけではなく、担当学年の教

員集団の違いからも、前年度の取組や中学部からの引

き継ぎ事項等が継承されることが難しくなることが考

えられる。 

昨年度Ａ校では、授業略案を活用して個別の配慮か

ら授業全体につなげる取組が見られた。しかし、今年

度は個別の内容が中心であり、太田のステージ評価を

利用して実態把握を行い、国語・数学の学習グループ

を編成しているが、グループ編成後に授業につなげる

上での発展が見られないとの発言があった。Ｂ校にお

いても、学年全体での生活単元学習において、授業を

進行する担当者や題材が変わると前時の内容が引き継

がれないという課題が挙げられた。 

また、30名程度の集団での授業において、授業者は

全体の進行を担当し、個別に必要な支援はサブ教員が

中心になることが多く、授業略案にも支援の手立ての

記述が見られないことが課題であった。この課題に関

しては、授業略案に手立てを具体的に記述し、有効だ

った内容をサーバー上のデータとして引き継ぐことで

教員間の共通理解に役立てることができた。 

海津(2017)は個別の児童・生徒の実態やニーズに応

じた支援の前提として、「全体への支援を考えていく

ことが重要」であるとしている。全体への支援として、

教員が「自分の授業スタイル」に気付くことが重要で

あり、改善を行う取組等の全体への支援を行っていく

中で、改めて個別の支援の重要さが見えてくるとして

いる。言うまでもないが、全体への支援が不十分な状

態の授業においては、全体への指示で理解して取り組

める子どもが少なくなり、個別の支援を必要とする子

どもが増える。全体への指示を前提としながら、個別

の支援も行うことについて図にして示すと以下のよう

になると考えられる(第７図)。

 

第７図 全体への指示と個別の支援 

また、個別の子どもの視点で必要な支援を行うこと

で、対象としている子ども以外にもその支援があるこ

とで取り組める子どもがいる可能性がある。昨年度の

研究では、事例生徒の特性に沿った個別の支援を行っ

た結果、対象としていた生徒以外にその支援が効果的

に働き、最終的にグループ全体に波及したことがあっ

た。 

 

２ 流れシートの記入 

 特別支援学校で作成されている個別教育計画は、各

学校や部門・学部・教育課程により違いが見られる。

しかし、個別の児童・生徒の実態とニーズに即して「ど

のような学び」を積み重ねてきて、「今・何を」「ど

のように学ぶ」かが記載されていることは共通であり、

個別教育計画を基に授業づくりが行われている。流れ

シートは授業までの一連の流れが可視化されているも

のであるが、授業略案の有無や記載内容、授業の形態

の違い(集団や個別)などにより、個別の児童・生徒の

実態とニーズに適した授業づくりの課題があることも

明らかになった。 

また、流れシートのような共通のツールを複数の学

校で用いることは、各学校・各教員が持つ「実践知」

を「形式知」として、場と時間を共有することにつな

がる。各学校の「実践知」を視覚化し、共有のものと

することで、「形式知」が「実践知」を意味付けし、

更に「実践知」が高まることが期待される。 

 

３ 研究成果物ＤＶＤの改訂作業 

 研究成果物ＤＶＤについては、特別支援学校アセス

メント担当教員研修講座での部分視聴と調査研究協力

校の対象学年での視聴を行い、改訂に関する意見を求

めた。調査研究協力校での聞き取り結果では、具体的

な事例を増やし、指導場面でどのような手立てが考え

られるかを提示してほしいという意見が多かった。し

かし、事例数を増やすことは研究成果物ＤＶＤの時間

が延びることにつながり、長時間の視聴は難しいとい

う意見と相反する。また、多くの学校で放課後の会議

時間が45分から１時間であることを考えると、研究成

果物ＤＶＤの時間は30分程度が適当であると考えられ

る。また、事例は考えるきっかけに過ぎず、提示した

具体的な手立てを目の前の児童・生徒にそのとおりに

活用することは難しい。課題として挙げられた事実は

一つであっても、困難さの要因は様々であり、その要

因によって支援の仕方は異なるため一つの事例に対し

て、一つの手立てというように結びつけることができ

ない。そのため、子どもの行動をよく観察し、その困

難さの要因を探ることが前提になることを研究成果物

ＤＶＤにおいて提示する必要がある。 
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おわりに 

 

 本県において、インクルーシブな学校づくりに向け

た取組が本格化する中で、的確な実態把握に基づいた

指導・支援は、児童・生徒の学びやすさ、主体的な学

びにつなげるために不可欠なものである。児童・生徒

の学びやすさ・分かりやすさに即した授業づくりは、

次期学習指導要領で示されている「何を学ぶか」「ど

のように学ぶか」に大きくかかわると考えられる。特

別支援学校では、従来から、一人ひとりに障害の特性

や程度、実態やニーズに応じた教育目標を設定(何がで

きるようになるか)し、子どもに応じた内容(何を学ぶ

か)を設定し、実態とニーズに応じて、学習集団(個別

やグループ)や学習環境に配慮した授業づくりを行っ

ている。特別支援教育は特別支援学校だけで行うもの

ではなく、全ての校種で行うものであり、児童・生徒

の実態から学びやすさに応じた授業づくりを行うこと

は特別支援学校に限定したものではない。また、子ど

もの課題のみに着目するのではなく、得意なことから

その子どもの学びやすさにつなげることが重要である。 

今回、アセスメントの課題と課題解決のための方策

における調査において、教員間の情報共有に関しては

多くの学校で課題が見られた。調査研究協力校の実践

で成果が見られたように、授業略案等の今あるものを

活用し、「誰に」「何を支援したか」を視覚化し、教

員や教科が変わっても全教育活動にわたって、一貫し

た指導をしていくことが求められる。 

末筆になったが、本研究に助言者として御助言をい

ただいた保健福祉大学笹田哲教授をはじめ、調査研究

協力校、調査研究協力員の皆様に心からお礼申し上げ

る。 

［助言者］ 

 保健福祉大学 教授      笹田 哲 

［調査研究協力員］ 

高津養護学校 総括教諭    原 理恵 

相模原中央支援学校 教諭    田中 典子 

特別支援教育課 指導担当主事  髙橋 洋之 

［研究員］ 

 特別支援教育推進課長      田中 宏史 

 特別支援教育推進課 

    主幹兼指導主事     山田 良寛 

       指導主事      窪田 朗子 
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神奈川県立総合教育センター研究集録37:35～42.2018  

 

学校と地域の連携・協働の在り方に関する調査研究 

 

𠮷 岡 大 介１    田 中 恵 美１ 

 神奈川県では「地域とともにある学校づくり」のための有効な手立てとしてコミュニティ・スクールの導

入が進められているが、平成29年４月現在、コミュニティ・スクール実施校は、県内の公立学校の１割程度

であり、更なる推進が求められている。そこで、本研究では、コミュニティ・スクールの円滑な導入、効果

的な運営のため、実施校の取組を参考に、未実施校の不安を解消する手立てを探った。 

 

はじめに 

 

これからの時代を生きる子どもたちには、どのよう

な変化にも対応し、主体的に困難を乗り越える「生き

る力」が必要となる。この「生きる力」を育成するた

めに、学校は、様々な人々とつながり合いながら学ぶ

ことができる開かれた環境となることが求められてい

る。 

平成 27年の「新しい時代の教育や地方創生の実現に

向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進

方策について（答申）」(以下、「学校と地域の連携・

協働の在り方(答申)」という)は、「子供たちの生きる

力は，学校だけで育まれるものではなく，家庭におけ

る教育はもちろんのこと，多様な人々と関わり，様々

な経験を重ねていく中で育まれるものであり，地域社

会とのつながりや信頼できる大人との多くの関わりを

通して，子供たちは心豊かにたくましく成長していく」

(中央教育審議会 2015 p.８)とし、「これからの公立

学校は，(中略)地域と一体となって子供たちを育む『地

域とともにある学校』へと転換していくことを目指し

て，取組を推進していくことが必要である」(中央教育

審議会 2015 p.10)としており、学校と地域が連携・協

働して子どもたちを育成していくことの必要性を示し

ている。 

また、地域社会では、都市化や過疎化に加え、急速

な少子高齢化の進行、多様なライフスタイルによる人

と人とのつながりの希薄化から、地域の活力低下が懸

念されている。このような中で、地域を維持、活性化

していくためにも、地域に愛着を持ち、地域の次代を

担う人材を育成することが必要となる。地域社会が学

校との連携を一層強め、学校と共に主体的に子どもた

ちの育成に関わることが求められる。 

平成 28年 12月の「幼稚園、小学校、中学校、高等

学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必

要な方策等について(答申)」では、「地域の人々と目

標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たち

を育む『地域とともにある学校』への転換を図るため、

全ての公立学校がコミュニティ・スクールとなること

を目指して取組を一層推進・加速すること」(中央教育

審議会 2016)としており、学校と地域が連携・協働体

制の充実を図るためには、コミュニティ・スクールが

有効な手立てであるとしている。 

 

研究の目的 

 

本研究では、神奈川県内の公立学校における、学校

と地域の連携・協働に関する意識や実践について調査

し、コミュニティ・スクールの円滑な導入や、効果的

な運営に必要な視点を探った。 

 

研究の内容 

 

１ コミュニティ・スクールの概要とその導入状況 

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会制度

の下、学校運営協議会を設置した学校のことをいう。

この制度は、学校評議員制度による学校と地域の連携

を更に一段階進め、地域の力を学校運営そのものにい

かすことをねらいとして、平成 16年の「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」(以下、「地教行法」と

いう)の一部改正により、導入されたものである。また、

学校運営協議会の設置は、平成 29年の地教行法の一部

改正により、教育委員会の努力義務となった。 

学校運営協議会は、当該校長や保護者、地域住民等

を委員として構成され、合議制で行われる。下部組織

として学校や地域のニーズに即した部会を置くことが

できる。地教行法の規定による学校運営協議会の主な

役割は、次のとおりである。 

・校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

・学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述

べることができる 

・教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事

項について、教育委員会に意見を述べることができ

る 

つまり、コミュニティ・スクールとは、校長のリー

ダーシップの下、学校と地域が目標やビジョン、課題、1 教育課題研究課 指導主事  
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情報等を共有し、学校運営に対する知恵を出し合うこ

とで、共に子どもたちの育成を支える仕組みのことで

あるといえる。 

全国では、平成 29年４月現在、3,600校の公立学校

がコミュニティ・スクールを導入しており、近年、そ

の規模が拡大している(文部科学省 2017)。 

 神奈川県では、平成 31年度までに全ての県立高等学

校及び中等教育学校が、平成 32年度までに全ての県立

特別支援学校がコミュニティ・スクールとなる予定で

ある。 

小・中学校については、開成町では既に全ての町立

学校及び幼稚園がコミュニティ・スクールとなってい

る。また、厚木市では平成 30年度までに全ての市立

小・中学校がコミュニティ・スクールになる予定であ

る。このように、県内におけるコミュニティ・スクー

ル導入が急速に進められている。 

「学校と地域の連携・協働の在り方(答申)」は、コ

ミュニティ・スクールは、小・中学校を中心に増えて

おり幼稚園、高等学校、特別支援学校はごく一部にと

どまるが、子どもたちの「生きる力」は、地域や社会

の多様な人々と関わる中で育まれるものであることは、

どの段階においても変わるものではなく、学校種の特

性を生かしつつ、発達段階等に応じて地域や社会との

協働体制を構築していく必要がある(中央教育審議会 

2015 p.25)とし、幼稚園、高等学校、特別支援学校に

おけるコミュニティ・スクールの更なる推進の必要性

を示している。 

 

２ アンケート調査の実施 

「学校と地域の連携・協働の在り方(答申)」は、コ

ミュニティ・スクールについての課題は、学校が抱い

ている不要感や不安感、負担感等であるとし、コミュ

ニティ・スクールの推進のためには、これらの課題の

解決が必要であるとしている(中央教育審議会 2015 p.

30)。 このことを踏まえ、本研究では、コミュニティ・

スクールの導入・運営における課題と解決の方向性に

ついて整理するために、神奈川県内の全ての公立学校

(政令指定都市、中核市、国立大学法人を除く)に対し

て、アンケート調査を実施した。アンケート調査の実

施概要は第１表に示す。 

なお、アンケート調査の結果と分析については、別

途、調査報告を作成した。 

第１表 「学校と地域の連携・協働の在り方に関する

アンケート」実施概要 

１ 目的 

県内の全公立学校における学校と地域の連携・協働

に関する意識や実態を把握する。 

２ 調査方法 

 学校単位での回答(管理職による回答を基本とする) 

３ 調査日程 平成 29年９月５日～10月６日 

４ 調査対象校・校数 

神奈川県内の公立小学校・中学校・高等学校・中等

教育学校・特別支援学校（政令指定都市、中核市、国

立大学法人を除く）計 605校 

５ 回答校数内訳 

回答校数 計 602校(回収率 99.5％) 

小学校 280/281校 中等教育学校 ２/２校 

中学校 150/151校 特別支援学校 28/29校 

高等学校 142/142校 
  

６ コミュニティ・スクール実施校・内訳 

小学校 23校 

中学校 ７校 

高等学校 27校 

中等教育学校 ０校 

特別支援学校 ０校 

実施校合計 57校 

(平成29年10月６日現在) 

 

３ 導入・運営における課題(全体) 

コミュニティ・スクールの導入・運営における課題

についての回答結果は、次のとおりである（第１図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図  コミュニティ・スクールの課題について「そ

う思う」と回答した割合 

 第１図の項目内容は次のとおりである。 

〔項目内容〕 

(1) 任期ごとに適切な学校運営協議会の委員を確保・選定す

るのは難しい。 

(2) 学校運営協議会に対する教職員の理解・関心が低い。 

(3) 学校運営協議会に対する保護者・地域の理解・協力が得

られない。 

(4) 学校運営協議会の会議の日程調整・準備に苦労する。 

(5) 管理職または担当教職員の負担が大きい。 

(6) 委員謝礼や活動費等の資金が十分ではない。 

未実施校では、項目内容(1)(2)(4)(5)(6)について、

課題だと考えている学校の割合が高い。実施校と未実

ｎ＝540 

ｎ＝540 

ｎ＝537 

ｎ＝538 

ｎ＝538 

ｎ＝537 
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施校で、課題について「そう思う」と回答した割合を

比較すると、実施校では割合が低くなっている。この

ことから、実際にコミュニティ・スクールを導入した

ことで、当初予想していた課題がある程度解消された

と捉えられていることがうかがえる。 

 

４ 導入・運営における課題(各項目)と今後の方向性 

(1) 委員の確保・選定 

 未実施校の 69％が、学校運営協議会の委員の確保・

選定が難しいと考えている(第１図)。記述回答には、

「学校運営協議会のメンバーは、既存の学校評議員会

を母体にしようと考えているが、その他のメンバーの

選出が難航する」や「学校運営協議会のメンバーにつ

いて、どのような人材を集めたらよいのか、その活用

はどのようにしていくのか等が不安な点である」等の

記述がみられた。 

これに対し、実施校の記述回答からは、教育委員会

や近隣の学校、ＰＴＡ、学校評議員、地域の自治会、

民生委員・児童委員等から情報を収集し、委員の選定

をしていることが分かった。 

○学校運営協議会の委員選考において、実際に協議会の運営

にあたる総括教諭の意見や地域の要人の御意見を拝聴し

てから慎重に選出を実施した。        

○中学校と、委員候補者の人選について協議した。 

○学校評議員に、委員候補者について相談をした。 

 「学校と地域の連携・協働の在り方(答申)」は、「地

域には学校に協力的で，子供たちとの関わりに熱心な

人材は少なからず存在する」、「学校行事に積極的に

参加・協力している人や，地域イベントの実施に携わ

り子供たちの育ちを見守る人，ＰＴＡの役員等を協議

会の委員候補としていくことで，人材を確保すること

等も有効である」(中央教育審議会 2015 p.35)として

いる。このことから、学校は、日頃から地域の情報収

集をし、地域人材の発掘に努めることが必要だと考え

る。 

実際に実施校が委員として選出したメンバーをみる

と、小・中学校、高等学校ともに、「①現ＰＴＡ役員」

「⑤学校評議員」「⑧地域住民組織(自治会等)関係者」

の割合が高い。これは、学校の所在地である市町村等、

地元に精通しているメンバーを選出しているからだと

思われる(第２図)。 

また、小・中学校では「⑥民生委員・児童委員」、

高等学校ではキャリア教育等で関わる「⑪大学関係者」

「⑬企業関係者」の割合が他校種と比べて高い。選択

した項目は異なるが、どちらも子どもとの関わりが深

いメンバーが選出されていると思われる。 

さらに、「④他校種の学校関係者(校長等)」は、小・

中学校に比べて、高等学校の割合が高い。「⑧地域住

民組織等（自治会等）関係者」「①現ＰＴＡ役員」に

次いで割合が高いことから、小・中学校と違い、学区

が広範囲にわたる高等学校では、近隣の小・中学校区

を地域と位置付けていると思われる。 

 

第２図 学校運営協議会委員として選出したメンバー 

 第２図の選択内容は次のとおりである。 

〔選択内容〕 

①現ＰＴＡ役員 

②元ＰＴＡ役員 

③退職教職員 

④他校種の学校関係者(校長等) 

⑤学校評議員 

⑥民生委員・児童委員 

⑦保護者 

⑧地域住民組織等（自治会等）関係者 

⑨社会教育主事 

⑩学校支援組織(学校支援地域本部等)関係者 

⑪大学関係者 

⑫ＮＰＯ関係者 

⑬企業関係者 

(2) 教職員の理解・関心 

未実施校の 49％が、自校の教職員のコミュニティ・

スクールに対する理解・関心が低いとしている(第１

図)。 

記述回答には、「協議会に対する保護者・教職員の

理解をどう深めていくか等、不安が拭えないというの

が正直なところである」や「導入に当たり、教職員の

理解が得られにくい」等がみられた。 

 これに対し、実施校では、自校の教職員のコミュニ

ティ・スクールに対する理解を深めるため、研修会等

を行ったり、校務分掌やグループの構成を工夫して、
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多くの教職員が学校運営協議会や部会に関わるように

工夫したりしている等の回答がみられた。 

○コミュニティ・スクールについて、職員を対象に研修を行

い、全職員の理解を深める。              

○職員会議において、学校運営協議会導入の説明、第１回学

校運営協議会の報告を行った。             

○コミュニティ・スクールに対する職員の意識を高めるため

に各部会に各グループを位置付けることで、校内の全ての

グループが地域連携活動に関わる体制づくりをした。 

 管理職や地域連携担当等が中心となり、導入時はも

とより、導入後も教職員に対して、研修会等でコミュ

ニティ・スクールの意義や成果を定期的に説明し、教

職員の理解を深め、地域との連携への意欲を高く保て

るようにすることが必要だと考える。 

(3) 日程調整・準備 

未実施校の 68％が、学校運営協議会の日程調整・準

備に苦労すると回答している(第１図)。記述回答には、

「会議の日程確保や調整等にかなりの労力を費やさな

ければならない」や「これまでの学校評議員に比べて

コミュニティ・スクールは規模が大きくなると感じて

いるため、会議日程の調整がこれまで以上に難しくな

ると予想される」等がみられた。 

これに対し、実施校では、学校運営協議会の委員と

の連絡や資料提供を、電子メールで行うことで効率化

を図っていたり、委員が欠席の場合でも事前に意見を

求め、議事に反映させたりする等の工夫をしている等

の回答がみられた。 

○本校の学校運営協議会の委員は、さまざまな職、立ち位置

の方で構成されているので、全員が揃って集まれる日の調

整が難しい。できるだけ早い段階で前もって計画を進める

ことを意識した。                               

○委員との日程調整や資料提供、議事録の確認等を全て電子

メールによる一斉配信で行い、時間短縮を図った。   

○委員が参加できなくても、ご意見等をできるだけ多くの委

員から自由にいただけるよう、資料を事前配付して欠席連

絡票に議案に対するコメント欄を設ける。     

 日程については、年間計画に組み込む等、早い段階 

で調整していくことも必要だと思われる。 

(4) 導入による多忙化・多忙感 

 未実施校の 77％が、コミュニティ・スクールの実施

により、管理職や担当者の業務が増加し、これまで以

上に多忙になると回答している(第１図)。記述回答に

は、「多忙なため、新しいことを行っていくことに対

する不安がある」や「教職員の業務の多忙化へつなが

らないような形で体制が作れるようにしていきたい」

等がみられた。 

これに対し、実施校からは、実際に導入時において

は、担当者の業務が増加するが、運営を進めていくに

つれ、教職員の多忙化の解消や、業務改善につながる

と考えるという回答がみられた。 

○主旨が十分に浸透し、機能するようになれば、むしろ教職

員の多忙化の解消につながると思う。ただ、開始当初は、

会議の準備や通知の準備を学校が行うことになるので、教

員（特に管理職や担当教員）の仕事が多くなる。 

○導入した当初や、学校運営協議会の運営が軌道に乗るまで

の間は、ある程度の業務量をこなす必要が生じるが、コミ

ュニティ・スクールを通じた地域とのネットワークの構築

や外部人材の登用、異業種間の知的・物的財産の共有・活

用等により、地域全体を学び場とすることで、結果的に長

時間労働の是正や業務改善に向けた学校マネジメントの

推進につながっていくものと考える。              

また、多忙化・多忙感の解消のために、校務分掌や

グループの割当てを明確にし、グループ横断的な人員

配置や責任者の複数配置等の工夫をしている実施校も

みられた。 

導入時には、一定の負担が生じるものの、体制づく

りの工夫をしながら運営を進めることで、校外学習引

率や学習支援、環境整備、キャリア教育支援等に対す

る地域からの支援を得ることができ、次第に教職員の

多忙化・多忙感への懸念が解消されていくことが期待

できる。 

(5) 委員謝礼や活動費等の資金 

未実施校の 71％が、委員謝礼や活動費等の経費が十

分ではないと考えている(第１図)。記述回答には、「報

酬が少ない。ほとんどボランティア状態で必要人数を

確保できるか不安である」や「学校予算縮減のなかで

謝礼や活動費が心配である」等がみられた。 

学校運営協議会の委員の報酬については、教育委員

会規則等により定められているが、委員の交通費や学

校運営協議会の活動費については特に規定がない。そ

のため、実施校では独自の工夫をしていることがうか

がえた。 

○運営協議会と部会を同日に行い、交通費を抑えた。   

○部会の活動は基本的にボランティアで行っているが、交通

費の一部や備品・消耗品費等はいくらあっても足りない。

今年度、学校運営協議会会長名で県教委に要望書を提出し

た。                                    

 交通費や活動費等の経費についての課題は学校だけ

で解決することは難しい。「学校と地域の連携・協働

の在り方(答申)」において、教育委員会は、学校等に

対し、コミュニティ・スクール導入の促進や取組の充

実のために、財政的な支援を行うこととしている(中央

教育審議会 2015 p.43)。このことからも、経費につい

ては、学校独自の工夫に加え、教育委員会等の行政機

関の協力が不可欠であると考える。 

(6) その他の課題 

 ここまで述べた他にも、未実施校の記述回答より、

コミュニティ・スクールの導入・運営についての課題
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が浮かび上がった。 

ア コミュニティ・スクールの必要性 

現在、未実施校においても、ほぼ全ての学校で自校

の特色をいかした地域との連携・協働の取組が行われ

ており、その成果が上がっていることがうかがえた。

第３図は、未実施校 545校が 1校につき、三つまで選

択した地域連携の成果である。 

 

第３図 未実施校の地域連携・協働の取組の成果 

第３図の選択内容は次のとおりである。 

〔選択内容〕 

 ①児童・生徒の学習意欲・学力の向上 

②児童・生徒のいじめや問題行動の減少 

③児童・生徒の自主・自立の推進 

④教職員の意欲向上 

⑤教職員の多忙化・多忙感の軽減 

⑥教職員の授業力・指導力の向上 

⑦特色ある学校づくりの推進 

⑧学校運営の円滑化 

⑨保護者や地域からの学校に対する理解の深まり 

⑩保護者や地域からの苦情の軽減 

⑪地域の教育力の向上 

⑫地域の活性化 

⑬地域との連携を行っていないので特になし 

ほとんどの未実施校が三つの成果を選択しており、

これらの取組により成果が既に上がったと認識されて

いると考えられる。そのため「今のままの地域との関

わり方で十分であり、コミュニティ・スクールにする

必要はないのではないか」と考える学校があるとも捉

えられる。記述回答には、「コミュニティ・スクール

を導入しなくとも、地域との連携ができているので、

このままでよい」や「現在、個々のボランティアグル

ープや個人とよい関係でつながっているので必要性を

感じていない」等がみられた。 

「学校と地域の連携・協働の在り方(答申)」におい

ても「導入していない理由の多くが，学校評議員制度

や類似制度があるから，地域連携がうまく行われてい

るからといったコミュニティ・スクールに対する不要

感である」(中央教育審議会 2015 p.32)としており、

学校のコミュニティ・スクールに対する不要感が、コ

ミュニティ・スクール導入の妨げになっていると指摘

している。 

しかし、実施校の記述回答をみると、これまでの地

域連携を更に一段階進め、コミュニティ・スクールを

導入することにより、学校と地域が目標やビジョンを

共有し、地域住民や保護者が当事者意識を持って学校

運営に関わることができていることが分かった。 

○学校運営協議会における熟議等を通して、本校の生徒がど

のような課題を抱えているのか、地域にどのように貢献し

ていくことができるのか、社会の中核たる人材の育成に向

けて何を身に付けさせていくのかといったビジョンを地

域と共有することができた。               

○校内で教育活動を完結し、教職員の視点で考えてしまいが

ちな課題や目標の設定について、広く継続的な視点で考え 

る機会を得ることができ、大きな成果につながる可能性が 

生まれた。                  

また、学校と地域が目標やビジョンを共有すること 

で、それまで教職員の視点を中心に行っていた教育活

動や学校運営に多様な視点を取り入れることができる

という記述もあり、コミュニティ・スクールにより、

より充実した教育活動が推進できると考えられる。 

イ 新しい取組への不安 

 未実施校の記述回答から、コミュニティ・スクール

について「今までの地域連携の取組をリセットし、コ

ミュニティ・スクールという新たな取組を、一から立

ち上げなければならない」等の新たな取組に対する不

安感がみられた。 

しかし、「学校と地域の連携・協働の在り方(答申)」

において「コミュニティ・スクールの推進に当たって

は，これまで各学校が培ってきた実践の内容や方法，

組織を効果的・効率的に生かす視点が必要である。」(中

央教育審議会 2015 p.32)としており、従来の地域連携

の取組や学校評議員等の制度を再構築することで、よ

り円滑に地域との連携を行うことができるという視点

を持つことが必要であるといえる。 

 実施校でも、これまでの取組を再構築して運営して

いるという記述回答がみられた。 

○全て新しいことを始めるのではなく現在の取組や仕組み

を活用していくことでコミュニティ・スクールの立ち上げ

が円滑にできる。  

○これまでに「学校評議員制度」として行ってきた、さまざ 

 まな取組から大きく逸脱した形を模索するのではなく、こ

れまでの取組を引き継ぎながら、更に拡大、発展させてい

く、という方針で行ってきた。 

このように、未実施校においては、導入時に新しい

取組を進めるという考えではなく、まず、既存の取組
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や組織を整理し、活用する考え方で取り組むことが、

コミュニティ・スクールの円滑な導入につながると考

える。 

新しい取組を行うのではなく、これまで行われてき

た地域との関わりをコミュニティ・スクールの仕組み

に取り入れることにより、従来、各学年や校務分掌、

グループで単独に行われていた地域連携の取組を統合

し、学校運営を活性化させることができると考える。 

ウ 準備期間での取組 

 未実施校から、コミュニティ・スクール導入のため

の準備の開始時期や取組内容について分からないとす

る記述回答がみられた。 

実施校のアンケート結果では、コミュニティ・スク

ール導入の際、準備に要した期間を半年程度とする学

校が最も多く、次いで３カ月程度であった(第４図)。 

 
第４図 各学校での準備期間について 

平成 27年に文部科学省の委託により、全国で行われ

た「コミュニティ・スクールの実態と校長の意識に関

する調査」においても、「実施校の 45.0％が導入に要

した準備期間を６カ月以上～１年未満」と半数近くが

回答している (佐藤 2015)。 

これらのことから、コミュニティ・スクール導入時

には、半年程度の準備期間を要すると思われる。 

 また、実施校が準備期間で行った取組を次の(ｱ)～

(ｻ)に整理した。 

(ｱ) 準備委員会の立ち上げ 

 学校内で誰が具体的に準備を行っていくかを明確にし、導

入までにどのような取組を行っていくかを計画するために、

準備委員会を設置した。 

(ｲ) 研修会等への参加 

教育委員会主催のコミュニティ・スクール説明会や研修会

への参加、有識者を講師とする研修会への参加を行った。全

教職員で参加し、共通理解を図った。 

(ｳ) コミュニティ・スクール実施校への視察 

学校運営協議会の委員の選定や組織づくりの参考にする

ため、モデル校等への視察を行った。 

(ｴ) 手引書等資料の確認 

 文部科学省や県教育委員会から出されている手引書や先

行事例等の資料、県・市町村教育委員会が設定した学校運営

協議会設置規則、要綱等を確認し、運営の仕方やできること、 

できないことを把握した。 

(ｵ) 教職員への説明・共通理解 

 準備段階から研修会や職員会議等で管理職が丁寧に説明

を行った。 

(ｶ) 学校評議員・ＰＴＡ等への説明周知 

 教職員と同様に、学校評議員やＰＴＡの理解を得る場を設

け、既存の制度との違いやコミュニティ・スクールの目的や

利点を説明し、協力を促した。併せて、保護者会や学校だよ

り、ホームページ等を活用し、保護者や地域住民に向けてコ

ミュニティ・スクールについての説明会を開き、理解を得た。 

(ｷ) 教育委員会との連携 

 導入・運営時のサポートや研修・視察の調整、また学校運

営協議会の委員への報酬の確認等、導入・運営をスムーズに

行うために、教育委員会との連携を密に行った。 

(ｸ) 関係団体、自治会への協力依頼 

 近隣校や公民館、地域の自治会等の関係機関へ、協力を依

頼した。 

(ｹ) 委員構成、校内組織、年間計画、運営方法の立案 

 学校運営協議会に関わる人員を決定し、会議場所や会議の

運営の仕方を考え、年間計画作成等を行った。 

(ｺ) 部会の設置検討 

 学校目標や特色、地域の現状を踏まえて、部会を設置する

か否か、また、どのような部会を設置するかを検討した。 

(ｻ) 学校運営協議会の委員選出・依頼 

 学校評議員やＰＴＡ、自治会等から情報を収集し、学校運

営協議会の委員の選出を行い、委員候補者に依頼、内諾を得

て、教育委員会に推薦した。 

 (ｱ)～(ｻ)の取組については、必ず行わなければなら

ないものではなく、学校の現状等に応じて取り組むべ

きものと考える。 

エ 部会の設置 

未実施校の記述回答によると、学校運営協議会の下

部組織である部会について、どのような部会を設置す

るべきかが不明瞭であるという記述がみられた。 

実施校の設置部会数のアンケート結果は次のとおり

である(第５図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５図 部会を設置している校数 

県教育委員会の規則により県立学校では、学校評価

部会を必置とし、学校設置部会を学校の特色や生徒の

実情に合わせて１～３部会程度設けている。 

 しかし、県内の小・中学校については、コミュニテ

ィ・スクール導入時に必ず部会を設置しなくてはなら

ない等の規則はないため、小・中学校実施校の中で、

部会を設置していない、または検討中としている学校

が、30校中 17校であった。今後、部会を設置する際
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には、学校や地域の現状に合わせて、学校運営協議会

の意向を効果的に実践できるような部会を必要に応じ

て設置することが望ましいと考える。 

 実施校が設置している部会の名称と活動内容を整理

すると、次のとおりである(第２表)。 

第２表 学校運営協議会に設置されている部会 

部 会 活 動 内 容 

学校評価に関

する部会 
学校関係者評価の実施、学校運営への提言等                          

学習支援に関

する部会 

家庭学習の推進、地域連携による学習の推

進、学習ボランティアの依頼等                                        

学校支援に関

する部会 

子どもの居場所づくり、教育相談、校舎内外

の環境美化、栽培活動、学校図書館整備等             

キャリア教育

に関する部会 

職場体験、職業講話、職業インタビュー、マ

ナー研修、進路面接指導等 

安全に関する

部会 

交通安全、地域パトロール、合同防災訓練、

防災教育等                       

地域連携に関

する部会 

地域活動の活性化を目的とした自治会等と

の連携、地域との活動の計画・協議等                 

他校種連携に

関する部会 

地域の幼・小・中・高・特との連携、地域の

大学との連携等 

小・中学校は「学習支援に関する部会」や「安全に

関する部会」を設置している学校が多く、高等学校は、

必置である「学校評価部会」の他、「地域連携に関す

る部会」や「キャリア教育に関する部会」を設置して

いる学校が多い。 

 実施校における、部会を設置したことによる成果に

ついての記述回答は、次のとおりである。 

○キャリア教育部会の設置により、生徒の学習や職員の研修

の場を新たに設けることができた。       

○学習支援部会：学習ボランティアの協力を得て、１学年生

徒対象の放課後学習サポートを推進中。 

○キャリア支援部会：地元法人会等の協力で 120以上の事業

所との連携が進み、夏季休業中に１学年全生徒対象で職場

体験を実施した。また、３年生就職希望者の面接指導等に

も法人会の積極的な協力が得られた。 

○生徒支援部会：警察等の協力で交通安全指導を実施。Ｓ

Ｃ・ＳＳＷ・ＳＣＣ等との連携による組織的教育相談体制

の整備並びに運用。ＮＰＯ法人の運営による生徒の校内居

場所作り事業の推進。                      

小・中学校においても、学校評価部会を設置するこ

とで、コミュニティ・スクールに学校関係者評価の仕

組みを取り入れることができ、学校・家庭・地域の関

係者が成果や課題を共有し、取組の評価・改善にいか

していく学校運営のＰＤＣＡサイクルが確立できると

考える。 

 

研究のまとめ 

 

１ コミュニティ・スクールの円滑な導入や効果的な 

運営に必要な視点 

(1) 既存の取組の再構築 

 アンケート調査等により、「新しい取組への不安」

「多忙化・多忙感」等の課題を解決し、コミュニティ・

スクールの円滑な導入を行うためには、コミュニテ

ィ・スクールという新しい取組を一から立ち上げると

いう考え方ではなく、これまで培ってきた地域との連

携の内容や方法、既存の制度や組織を活用し、従来の

取組を整理、統合、再構築していく視点が必要だとい

うことが明らかになった。 

現在、県内の公立学校の 80％以上が学校評議員制度

を実施し、中には、学校関係者評価制度や学校支援地

域連携本部制度を実施している学校もある。また、特

色をいかした地域連携や、学校支援ボランティアの組

織化についても多くの学校で取り組まれている。しか

し、これらの取組が、管理職、学年、校務分掌、グル

ープごとに単独で行われている学校があることも本研

究の調査から分かった。これらの取組を、整理、統合、

再構築し、コミュニティ・スクールの仕組みに置き換

えることで、これまでの活動をいかした円滑な導入が

できると考える。 

 実施校のコミュニティ・スクール導入・運営に関す

る留意点についての記述回答にも、既存の取組を活用

したとの記述があった。 

○現在実施しているものを発展させて取り組んでいくこと

のほうが、職員・担当の負担も少なく、成功につながって

いくと考える。                      

○これまで続けてきた様々な地域連携活動と高大連携事業

を組織的に再構築し、生徒の活動にプラスになるようにと

いうことを主眼として導入した。          

○運営に際しては、学校評議員制度等これまでの類似制度と

の整合を図ることや、管理職及び特定の担当職員への過度

な業務負担とならないよう、グループ横断的な人員配置や

責任者の複数配置等が求められる。         

 これらのことから、これまでの地域連携に関わる仕

組みや取組を確認し、整理、統合、再構築することが、

コミュニティ・スクールの円滑な導入に有効であるこ

とが分かる。 

(2) 共通理解の場の設定 

コミュニティ・スクールを効果的に運営していくた

めには、委員や教職員等、コミュニティ・スクールに

関わる全ての人々がコミュニティ・スクールに対する

理解を深め、高い意欲を持ち続けていくことが重要で

ある。ここでいう理解とは、目標やビジョンの周知だ

けでなく、現在の課題、成果や改善策等への理解を指

しているが、その共通理解や高い意欲の維持のために
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は、まずは関係者同士で共通理解を図る場を設けるこ

とが必要だと考える。 

 アンケート調査でも、実施校でのコミュニティ・ス

クール導入時に研修会等を行い、コミュニティ・スク

ールへの理解を図ったという回答がみられた。 

○学校運営協議会に対する教職員の理解や関心の低さを解

消するために、コミュニティ・スクールに係る研修会を実

施したり、コミュニティ・スクールに係る情報提供を随時

行うなど、当事者意識の醸成に努めた。 

○どんな方(委員)も、運営協議会の目的をすぐに、しかも正

確に理解するのは難しいので、事前の研修会や学習会、資

料配布などを繰り返し行う。 

○地域会議、学校評議員会、ＰＴＡ役員会、学校だより、Ｈ

Ｐを通じて、学校運営協議会制度や本校に設置する意義等

について説明、周知した。 

また、継続的な運営については、「学校と地域の連

携・協働の在り方(答申)」において、「取組が継続的・

安定的に発展し，活性化していくためには，関係者間

で目標や課題意識を共有し，その地域の特色を生かし

たコミュニティ・スクールの文化を地域に定着させて

いくことが重要であり，学校運営協議会の委員が，学

校関係者や地域住民，保護者等と共に学び合い，教育

の当事者としての意識を醸成する研修等の機会や熟議

の場の充実が必要である」(中央教育審議会 2015 pp. 

35-36)としている。やはり、導入時だけではなく、年

度初めや、担当教職員が入れ替わるときなど、定期的

に研修会等を行うことが望ましいと考える。その際、

コミュニティ・スクールの目標やビジョンのみならず、

これまでの取組やその成果、改善点、また、新たな課

題や今後の取組の展望等を話し合うことが重要だと考

える。 

 

２ 今後の展望 

 今後、コミュニティ・スクールの導入が一層進めら

れる中で、効果的な運営を継続していくための取組も

必要となる。そのためには、教育委員会やコミュニテ

ィ・スクール同士が連携し、取組の評価、検証をする

ことが、更に重要になると思われる。 

「学校と地域の連携・協働の在り方(答申)」では、

「学校運営協議会が形骸化しないためには，実効性あ

る運営と併せ，学校運営協議会の取組そのものも適正

に評価される必要があることから，教育委員会におけ

る定期的な点検・評価の実施を一層推進していくこと

が必要である。その際，教育委員会にとどまらず，第

三者も含めた点検・評価を実施することも有効である」

(中央教育審議会 2015 pp.20-21)としている。 

全国には、教育委員会主導で連絡会や検証会を実施

している地区もある。各コミュニティ・スクールが成

果や課題を共有し、取組を検証し、改善していくこと

で、より効果的な運営を継続することができると考え

る。 

 

おわりに 

 

学校と地域の連携・協働の一層の充実を図るため、

コミュニティ・スクールの円滑な導入や効果的な運営

について論じてきたが、学校のみならず、地域におい

ても、連携・協働自体が目的となってはならない。地

域との連携・協働の目的は、あくまでも子どもたちの

「生きる力」の育成にある。 

コミュニティ・スクール実施校においては、効果的

な運営のために、未実施校においては、円滑な導入の

ために、本研究を役立てていただければ幸いである。 

最後に、研究を進めるに当たり、御指導・御助言を

頂いた文部科学省 視学委員 貝ノ瀨滋氏を始め、お忙

しい中、アンケート調査に御協力いただいた学校及び

各教育事務所、市町村教育委員会の方々に御礼申し上

げる。 

［助言者］ 

文部科学省 視学委員 貝ノ瀨滋 

  

引用文献 

中央教育審議会 2016 「幼稚園、小学校、中学校、高

等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善及び必要な方策等について(答申)」p.65 

中央教育審議会 2015 「新しい時代の教育や地方創生

の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方

と今後の推進方策について(答申)」 

 

参考文献 

神奈川県教育委員会 2017 「神奈川県立高校・中等教

育学校のコミュニティ・スクールの手引き 学校

運営協議会設置に向けて」 

文部科学省 2017 「コミュニティ・スクール 2017～地

域とともにある学校づくりを目指して～」 

文部科学省 2016 「『学校運営協議会』設置の手引き

コミュニティ・スクールって何?!～魅力からつく

り方まで、お教えします～」 

貝ノ瀨滋 2017『図説 コミュニティ・スクール入門』

一藝社 

佐藤晴雄 2015 「コミュニティ・スクール の実態と校 

長の意識に 関する調査 -学校(校長)調査結果( 

速報)-」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※本冊子は、ホームページで閲覧できます。 

 

平成 29年度 研究集録 第 37集   

 

発 行  平成 30年３月  

発行者  北村公一 

発行所  神奈川県立総合教育センター 

     〒251-0871 藤沢市善行７－１－１  

     電話 (0466)81-1659（教育課題研究課 直通） 

     ホームページ http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/ 



再生紙を使用しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善行庁舎 
〒251-0871 藤沢市善行 7-1-1 
TEL (0466)81-0188[代表] 
FAX (0466)84-2040 

亀井野庁舎（教育相談センター） 
〒252-0813 藤沢市亀井野 2547-4 
TEL (0466)81-8521[代表] 
FAX (0466)83-4500 

神奈川県立総合教育センター 

ホームページ http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/ 


	Ａ0１H29研究集録第37集(空色･表紙)
	Ｂ02H29研究集録第37集（序文・目次）0215
	Ｃ03H29研究集録第37集(中表紙１)
	D001【最終版】宮本 
	E002【最終版】久本
	Ｆ003【決裁済】吉野修正版
	Ｇ04H29研究集録第37集(中表紙２)
	Ｈ004【決裁済】横澤修正版
	Ｉ05H29研究集録第37集(中表紙３)
	J005【最終版】吉岡
	Ｋ06H29研究集録第37集(空色･奥付･裏表紙)

